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御
歌
所
長
高
崎
正
風
の
教
育
勅
語
実
践
運
動

―
彰
善
會
と
一
德
會

―

宮

本

誉

士

は
じ
め
に

　
「
彼
の
十
万
の
御
製
四
万
の
御
歌
は
、
大
方
翁
が
点
し
奉
ら
れ
し

も
の
）
1
（

」
と
謳
わ
れ
た
初
代
御
歌
所
長
高
崎
正
風
は
、
い
わ
ゆ
る
「
旧

派
の
代
表
的
歌
人
）
2
（

」
と
し
て
、「
紀
元
節
）
（
（

」
を
は
じ
め
と
す
る
唱
歌

の
作
詞
者
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

高
崎
正
風
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学

研
究
室
編
「
高
崎
正
風
」『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
十
二
巻
（
昭

和
三
十
四
年
）、
北
里
闌
『
高
崎
正
風
先
生
伝
記
』（
昭
和
三
十
四
年
）

等
の
伝
記
が
あ
る
ほ
か
、
論
文
と
し
て
は
、
清
水
勝
「
桂
園
派
歌
人

八
田
知
紀
と
高
崎
正
風
」『
鹿
児
島
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
八
―

二
（
平
成
九
年
）、
町
田
明
広
「
文
久
三
年
中
央
政
局
に
お
け
る
薩
摩

藩
の
動
向
に
つ
い
て
―
八
月
十
八
日
政
変
を
中
心
に
」『
日
本
史
研

究
』
五
三
九
（
平
成
十
九
年
）、
松
尾
正
人
「
明
治
初
年
に
お
け
る
左

院
の
西
欧
視
察
団
」『
国
際
政
治
』
第
八
一
号
）
4
（

（
昭
和
六
十
一
年
）
な

ど
が
あ
り
、
八
田
知
紀
と
の
関
係
や
幕
末
に
お
け
る
活
躍
、
そ
し
て

明
治
政
府
に
お
け
る
左
院
で
の
足
跡
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
渡
辺
幾
治
郎
『
明
治
天
皇
』（
宗
高
書
房
、
昭
和
三
十
三
年
）

に
は
、
明
治
天
皇
の
歌
道
師
範
と
し
て
の
事
績
が
記
さ
れ
て
お
り
、

國
學
院
大
學
八
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
國
學
院
大
學
八
十
五
年

史
』（
昭
和
四
十
五
年
）、
國
學
院
大
學
校
史
資
料
課
編
『
國
學
院
大

學
百
年
史
』（
平
成
六
年
）、
阿
部
美
哉
「
高
崎
正
風
」『
國
學
院
黎
明

期
の
群
像
』（
平
成
十
年
）
に
お
い
て
は
、
初
代
國
學
院
長
を
務
め
た

足
跡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
歌
所
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
事
績
に
つ
い
て
は
、
小
泉
苳
三
『
近
代
短
歌
史　

明
治
篇
）
（
（

』（
白

楊
社
、
昭
和
三
十
年
）
を
は
じ
め
多
く
の
近
代
短
歌
史
の
研
究
書
が
記

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
高
崎
正
風
の
生
涯
に
つ
い
て
は
実
に
多
く
の
足
跡

が
看
過
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
も
詳
細
な
伝
記
で
あ
る
北
里
闌

『
高
崎
正
風
先
生
伝
記
』
で
さ
え
も
御
歌
所
長
就
任
以
降
の
活
動
を
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詳
細
に
記
す
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
が
扱
う
彰
善
會
（
本
部
東
京
）

と
そ
の
後
継
組
織
で
あ
る
一
德
會
（
本
部
京
都
）
は
、
双
方
と
も
に

御
歌
所
長
高
崎
正
風
が
首
唱
し
た
会
で
あ
り
、「
彰
善
會
を
以
て
老

後
の
事
業
と
な
し
、
殆
ど
一
身
を
捧
げ
て
も
此
事
業
の
目
的
を
達
せ

む
と
思
へ
り
）
6
（

」
と
す
る
言
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
生
涯

を
辿
る
際
に
お
い
て
は
見
逃
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
明
治

心
学
史
に
お
け
る
言
及
以
外
に
は
研
究
の
進
展
を
確
認
し
得
な
い
現

状
に
あ
る
）
（
（

。
例
え
ば
石
門
心
学
の
研
究
史
上
、
今
日
に
お
い
て
も
最

も
詳
細
精
緻
な
研
究
と
さ
れ
る
石
川
謙
『
石
門
心
學
史
の
研
究
』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
年
）
は
、
明
治
以
降
の
石
門
心
学
の
動
向
に

つ
い
て
、
一
德
會
の
存
在
に
も
言
及
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る

（
八
百
二
十
一
頁
）。

明
治
年
代
に
入
っ
て
大
成
教
に
編
入
せ
ら
れ
て
再
興
復
活
の
機

會
が
摑
み
得
ら
れ
る
か
に
見
え
た
が
実
を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
ず
、

同
十
六
年
に
な
つ
て
子
爵
谷
干
城
等
の
発
起
に
よ
つ
て
道
話
復

興
の
企
が
立
て
ら
れ
、
同
四
十
一
年
に
は
男
爵
高
崎
正
風
の
首

唱
の
下
に
教
育
勅
語
の
御
趣
意
を
心
學
精
神
に
よ
つ
て
解
説
す

る
た
め
の
一
德
會
が
結
成
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
等
は
何
れ
も
講

舎
の
復
興
擴
張
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　

石
川
は
、
明
治
期
の
石
門
心
学
が
衰
退
の
途
を
辿
る
歴
史
の
な
か

で
、「
教
育
勅
語
の
御
趣
意
を
心
學
精
神
に
よ
つ
て
解
説
す
る
」
一

德
會
の
結
成
を
捉
え
て
、
右
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
も
の
の
、
そ
の

活
動
や
彰
善
會
と
合
併
し
た
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。

一
方
、
心
学
史
上
に
一
德
會
を
位
置
づ
け
た
最
も
詳
細
な
記
述
と
思

わ
れ
る
柴
田
実
の
『
心
学
』（
至
文
堂
、
昭
和
四
十
二
年
）
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

修
斉
会
は
創
立
以
来
十
六
年
、
明
治
四
十
年
十
月
に
至
っ
て
、

従
来
高
崎
正
風
男
爵
が
会
長
と
し
て
経
営
し
て
い
た
東
京
の
彰

善
会
と
合
併
し
、
新
た
に
一
徳
会
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
名
は
教
育
勅
語
に
「
朕
爾
臣
民
ト
倶
ニ
拳
々
服
膺
シ

テ
咸
其
徳
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ
」
と
あ
る
に
よ
る
が
、

そ
の
名
の
よ
う
に
「
教
育
に
関
す
る
大
詔
の
旨
を
奉
体
し
道
義

の
実
践
を
奨
め
社
会
の
善
行
を
彰
は
す
を
以
て
目
的
と
」
す
る

全
く
新
し
い
趣
旨
の
団
体
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
実
現
の
た

め
に
古
来
の
心
学
道
話
の
ご
と
き
行
き
方
を
取
り
入
れ
、
何
び

と
も
勅
語
の
趣
旨
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
し
、
納
得
し
た
上
で
お

の
ず
か
ら
そ
の
実
践
に
至
ら
し
め
る
よ
う
に
あ
ら
し
め
た
い
と

考
え
た
創
立
者
（
会
長
）
高
崎
男
爵
の
意
向
と
、
従
来
修
斉
会

を
主
宰
し
て
い
た
柴
田
謙
堂
（
遊
翁
嗣
子
）
の
考
え
と
が
一
致

し
た
結
果
、
成
立
し
た
こ
と
、
何
よ
り
も
そ
の
会
の
本
部
が
明

倫
舎
に
お
か
れ
、
謙
堂
が
修
正
舎
か
ら
そ
こ
に
移
っ
て
会
の
主

事
兼
講
師
と
な
り
、
そ
の
生
涯
を
挙
げ
て
会
の
た
め
に
尽
し
た

こ
と
を
も
っ
て
一
お
う
心
学
運
動
の
後
進
と
み
る
こ
と
も
あ
な

が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
徳
会
は
そ
の
後
全
国
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的
に
発
展
し
て
弘
道
会
・
報
徳
会
等
と
な
ら
ぶ
有
数
の
教
化
団

体
と
し
て
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
今
次
敗
戦
に

よ
る
教
育
勅
語
失
効
と
と
も
に
解
散
し
た
。

　

柴
田
は
、
彰
善
會
と
修
齊
會
が
合
併
し
て
一
德
會
が
設
立
さ
れ
た

経
緯
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
心
学
側
の
柴
田
謙
堂
が
会
の
主
事
兼
講

師
と
な
り
、
そ
の
生
涯
を
挙
げ
て
尽
く
し
た
こ
と
を
以
て
、
そ
の
活

動
を
「
心
学
運
動
の
後
進
」
と
捉
え
る
見
解
を
右
の
よ
う
に
示
し
た
。

こ
の
柴
田
の
捉
え
方
も
ま
た
心
学
史
か
ら
見
た
位
置
づ
け
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
一
德
會
が
「
弘
道
会
・
報
徳
会
等
と
な
ら
ぶ
有
数

の
教
化
団
体
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
教
育
勅
語
失
効
ま
で
会
が
存
続
し

た
こ
と
等
を
指
摘
し
て
要
を
得
た
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
前
身
で
あ
る
彰
善
會
の
活
動
、
彰
善
會
と
一
德
會
の
関
係
等
に

つ
い
て
は
詳
細
に
記
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

な
お
、
心
学
史
以
外
の
観
点
か
ら
一
德
會
に
つ
い
て
言
及
し
た
も

の
に
、
佐
藤
一
伯
「
明
治
後
期
の
天
皇
・
皇
后
像
に
関
す
る
一
考

察
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
十
二
号
（
平
成
十
七
年
）

が
あ
り
、「
高
崎
正
風
が
日
露
戦
争
後
に
お
け
る
「
民
心
」
の
「
弛

緩
」
や
「
弊
風
」
を
懸
念
し
、
持
論
で
あ
る
教
育
勅
語
の
実
践
を
め

ざ
す
社
会
教
化
団
体
結
成
を
主
唱
す
る
に
至
っ
た
」
も
の
と
し
て
、

一
德
會
を
時
代
背
景
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

明
治
三
十
年
創
立
の
彰
善
會
は
、
善
行
褒
賞
に
よ
る
「
大
詔
の

旨
」「
朝
典
の
意
」「
弘
道
の
実
）
（
（

」
の
貫
徹
を
期
す
る
こ
と
を
目
途
と

し
、
明
治
四
十
一
年
創
立
の
一
德
會
は
、「
教
育
に
関
す
る　

大
詔

の
旨
を
奉
体
し
道
義
の
実
践
を
奨
め
社
會
の
善
行
を
彰
は
す
）
（
（

」
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
勅
語
の
実
践
を
志
し
た
会
で
あ
り
、

と
も
に
高
崎
が
一
身
を
捧
げ
た
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
背
景
や
、

彰
善
會
と
一
德
會
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
如
上

の
先
行
研
究
で
は
詳
説
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彰
善
會
と
一
德
會

の
活
動
に
つ
い
て
、
機
関
誌
『
彰
善
會
誌
』
お
よ
び
『
一
德
』
の
記

述
を
中
心
と
し
て
検
討
を
行
い
、
高
崎
正
風
の
生
涯
を
も
捉
え
直
す

こ
と
が
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一　
『
彰
善
會
誌
』
に
見
る
彰
善
會
の
活
動

　

彰
善
會
の
機
関
誌
で
あ
る
『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
（
明
治
三
十
一

年
三
月
）
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
彰
善
會
々
旨
摘
要
」
は
、
そ
の
設
立

時
に
お
け
る
理
念
と
方
向
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

（
漢
字
は
便
宜
上
、
通
行
の
文
字
を
用
い
た
部
分
が
あ
る
。
以
下
引
用
文
同

様
）。道

徳
倫
理
の
説
は
中
外
古
今
の
學
者
を
論
し
て
未
た
尽
き
す
兇

行
悪
徳
は
日
々
に
駸
々
と
し
て
社
會
に
蔓
延
す
蓋
し
道
徳
倫
理

は
之
を
論
す
る
の
必
要
よ
り
は
寧
ろ
之
を
行
ふ
の
必
要
な
ら
ん

の
み
我
邦
に
は
幸
に　
　

大
詔
の
明
々
に
標
準
を
示
さ
せ
給
ふ

あ
り
道
徳
家
千
言
万
語
も
此
範
囲
を
出
つ
る
こ
と
な
し
國
民
は

唯
之
に
遵
ふ
て
行
ふ
へ
き
の
み
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大
詔
は
小
學
の
兒
童
も
暗
誦
す
る
所
に
し
て
苟
も
皇
國
の
民
た

ら
ん
限
り
誰
か
遵
奉
せ
さ
る
へ
き
然
る
に
國
民
日
夜
の
行
動
に

就
て
精
細
に
観
察
す
れ
は
遵
奉
の
実
を
見
る
こ
と
甚
た
少
な
く

一
例
を
挙
く
れ
は
犯
罪
人
は
四
十
万
の
多
き
に
善
行
者
は
二
百

に
過
ぎ
ず
（
隠
れ
て
顕
れ
さ
る
も
の
も
あ
る
へ
し
と
雖
も
）
何
そ
其

　
　

詔
旨
を
奉
せ
さ
る
者
の
多
き
や

一
国
の
品
位
は
國
民
の
品
位
に
因
り
て
定
ま
る
と
云
へ
り　
　

大
詔
に
宣
へ
る
克
く
忠
に
克
く
孝
に
世
々
厥
の
美
を
濟
す
も
の

恐
れ
多
く
も
只
暗
誦
の
具
と
な
り
ゆ
き
て
は
吾
等
同
胞
も
亦
其

責
に
任
せ
さ
る
へ
か
ら
ず
政
を
語
る
人
は
動
も
す
れ
は
権
勢
の

与
奪
の
み
に
傾
き
富
を
講
す
る
者
は
概
ね
私
利
の
得
失
の
み
に

流
れ
國
家
の
根
底
な
る
風
俗
習
慣
の
日
々
に
敗
壊
せ
る
は
舍
て

問
は
す
思
ふ
に
本
末
を
誤
ま
れ
る
に
は
あ
ら
ず
や

大
詔
は
明
か
に
善
行
の
標
準
を
示
さ
せ
給
ひ
加
ふ
る
に
褒
章
の

制
之
か
旌
表
の
典
を
設
け
ら
れ
弘
道
の
會
あ
り
亦
盛
に
斯
道
の

普
及
を
謀
れ
り
然
る
に
兇
行
悪
徳
は
日
々
に
新
聞
に
満
載
し
善

行
の
褒
賞
を
蒙
る
も
の
は
千
分
の
一
に
も
当
ら
す
万
衆
の
耳
目

は
唯
兇
悪
に
慣
る
ゝ
の
み
善
行
は
耳
目
に
入
ら
さ
る
こ
と
ゝ
な

れ
り
斯
く
て
は　
　

聖
旨
の
如
何
て
貫
徹
を
得
へ
き
國
体
の
精

華
と
宣
へ
る
も
の
如
何
て
発
揮
す
る
を
得
へ
き
此
に
於
て
か
彰

善
の
會
実
に
已
む
を
得
さ
る
な
り

本
會
は
大
に
同
胞
の
善
行
を
社
會
に
掲
揚
し
勧
善
懲
悪
を
目
撃

親
睹
の
間
に
自
得
せ
し
め
以
て
漸
く
に
同
胞
固
有
の
道
性
を
回

復
し
竟
に　
　

大
詔
の
旨
朝
典
の
意
は
た
弘
道
の
実
と
を
貫
徹

せ
ん
と
期
す
る
も
の
な
り
我
か
忠
愛
な
る
同
胞
は
咸
な
奮
て
此

挙
を
賛
成
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
信
す
る
な
り

　
　
　

明
治
三
十
年
十
二
月
十
日

　

右
文
書
の
日
付
は
「
明
治
三
十
年
十
二
月
十
日
」
と
あ
り
、
機
関

誌
『
彰
善
會
誌
』
の
刊
行
以
前
に
同
会
が
発
足
し
、
そ
の
会
旨
へ
の

賛
成
を
募
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
國
民
日

夜
の
行
動
に
就
て
精
細
に
観
察
す
れ
は
遵
奉
の
実
を
見
る
こ
と
甚
た

少
な
く
一
例
を
挙
く
れ
は
犯
罪
人
は
四
十
万
の
多
き
に
善
行
者
は
二

百
に
過
ぎ
ず
」
と
の
時
勢
認
識
が
あ
り
、「
善
行
の
標
準
を
示
」
し

た
教
育
勅
語
の
実
践
が
為
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
同
会
設
立
の
背
景

と
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
褒
章
制
度
や
弘

道
會
の
活
動
も
あ
り
な
が
ら
、「
兇
行
悪
徳
は
日
々
に
新
聞
に
満
載

し
善
行
の
褒
賞
を
蒙
る
も
の
は
千
分
の
一
に
も
当
ら
す
万
衆
の
耳
目

は
唯
兇
悪
に
慣
る
ゝ
の
み
善
行
は
耳
目
に
入
ら
さ
る
こ
と
ゝ
な
れ

り
」
と
あ
り
、
彰
善
會
が
「
同
胞
の
善
行
を
社
會
に
掲
揚
」
し
て

「
同
胞
固
有
の
道
性
を
回
復
」
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
動
機
も
こ
こ

に
窺
え
よ
う
。『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
に
は
、
如
上
の
「
彰
善
會
々

旨
摘
要
」
に
続
い
て
教
育
勅
語
と
褒
章
条
令
）
（（
（

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、

彰
善
會
の
目
指
す
べ
き
指
標
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
十
四

年
十
二
月
七
日
太
政
官
布
告
第
六
十
三
号
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
同
二
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第
五
条　

本
會
々
員
を
左
の
三
種
に
別
つ

　
　
　
　

･

名
譽
會
員　

評
議
員
の
議
决
を
経
て
善
行
者
中
よ
り

推
撰
す

　
　
　
　

･

特
別
會
員　

評
議
員
の
議
决
を
経
て
彰
善
事
務
に
功

労
あ
る
者
を
推
撰
す

　
　
　
　

通
常
會
員　

前
二
項
以
外
一
般
の
會
員

　
　
　
　
（
中
略
）

第
九
条　

彰
善
方
法
を
左
の
如
く
定
む

　

一　

･

公
賞
下
賜
の
際
は
該
地
方
會
員
及
ひ
有
志
者
に
於
て
之

を
送
迎
す

　

二　

･

地
方
便
宜
の
場
所
に
於
て
表
彰
の
式
を
行
ひ
會
員
及
ひ

有
志
者
よ
り
祝
辞
を
述
へ
或
は
其
事
蹟
を
演
述
し
其
卓

越
な
る
は
唱
歌
を
製
し
て
之
を
頌
す

　

三　

本
會
々
長
の
名
を
以
て
頌
徳
状
を
贈
る

　

四　

･

會
員
及
ひ
有
志
者
よ
り
歌
俳
詩
文
等
紀
念
と
な
る
へ
き

も
の
を
贈
る

　

五　

其
情
況
に
依
り
評
議
員
の
議
决
を
経
て
金
品
を
贈
る

　

六　

本
會
に
備
ふ
る
と
こ
ろ
の
善
行
名
譽
録
に
登
載
す

　

七　

名
誉
會
員
に
推
撰
す

　

八　

其
畧
伝
及
ひ
紀
事
を
新
聞
雑
誌
に
掲
載
す

　

九　

評
議
員
の
議
决
を
以
て
其
伝
記
を
編
次
す

　

十　

終
身
會
費
を
要
せ
す

十
七
年
一
月
四
日
勅
令
第
一
号
で
第
一
条
が
改
正
さ
れ
た
褒
章
条
令

は
、「
人
命
ヲ
救
助
シ
タ
ル
者
」
を
表
彰
す
る
紅
綬
褒
章
、「
徳
行
卓

絶
ナ
ル
者
」「
実
業
ニ
精
勵
シ
衆
民
ノ
模
範
タ
ル
ヘ
キ
者
」
を
表
彰

す
る
緑
綬
褒
章
、「
公
衆
ノ
利
益
ヲ
興
シ
成
績
著
明
ナ
ル
者
又
ハ
公

同
ノ
事
務
ニ
勤
勉
シ
労
効
顕
著
ナ
ル
者
」
を
表
彰
す
る
藍
綬
褒
章
、

以
上
三
種
の
褒
章
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
左
の
「
彰
善
會
規
則
」（『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
所
収
）
は
、

彰
善
會
命
名
の
由
来
や
そ
の
活
動
目
的
、
運
営
方
法
な
ど
を
詳
細
に

記
す
も
の
で
あ
り
、
会
旨
と
併
せ
て
彰
善
會
の
概
要
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

第
一
条　

･

本
會
は　

大
詔
の
旨
を
奉
体
し
褒
章
の
典
を
奉
賛
し

社
會
の
善
行
を
彰
は
す
の
義
を
以
て
之
を
彰
善
會
と

称
す

第
二
条　

･

本
會
は
我
か
同
胞
四
千
余
万
の
中
忠
孝
信
義
貞
節
慈

善
等
凡
そ
社
會
上
の
徳
義
公
益
に
関
す
る
効
績
は
有

形
無
形
に
拘
は
ら
す
大
に
之
を
讃
揚
し
益
社
會
の
善

行
を
奨
勵
す
る
を
以
て
目
的
と
す

第
三
条　

･

會
務
を
処
理
す
る
の
便
宜
に
よ
り
東
京
に
於
け
る
を

本
部
と
称
し
各
府
縣
に
於
け
る
を
支
部
と
称
す

第
四
条　

･

本
會
々
員
の
中
よ
り
會
長
副
會
長
及
び
評
議
員
主
事

等
の
事
を
処
理
す
支
部
に
於
け
る
部
長
及
幹
事
も
亦

之
に
同
し
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十
一　

毎
号
雑
誌
を
贈
る

　

十
二　

其
沒
す
る
と
き
は
本
會
の
名
を
以
て
吊
詞
を
贈
る

　

十
三　

･
古
人
に
し
て
未
た
顕
は
れ
さ
る
は
評
議
員
の
議
决
を

経
其
事
蹟
を
編
し
之
か
不
朽
を
謀
る

第
十
条　

･

本
會
々
員
は
左
の
二
項
を
標
準
と
し
常
に
之
を
履
行

す
へ
し

　

一　

･

常
に
善
行
者
を
発
見
す
る
こ
と
に
注
意
し
之
を
見
聞
し

た
る
と
き
は
能
く
其
事
実
を
調
査
し
て
所
在
市
町
村
役

場
に
申
稟
し
併
て
本
部
又
は
支
部
に
通
知
す
べ
し

　

二　

･

旧
記
口
碑
等
に
考
へ
其
地
方
に
古
人
の
善
行
事
蹟
あ
る

を
発
見
し
た
る
と
き
は
詳
細
に
其
事
実
を
調
査
し
本
部

又
は
支
部
に
通
知
す
べ
し

　
　
　
（
後
略
）

　

別
け
て
も
、
右
規
則
中
の
第
九
条
は
「
彰
善
方
法
」
の
内
容
を
記

し
て
会
の
活
動
の
実
際
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
第
十
条
は
「
善
行

者
」「
古
人
の
善
行
事
蹟
」
の
調
査
・
通
知
を
会
員
の
履
行
す
べ
き

標
準
と
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
社
會
上
の
徳
義
公
益
に
関
す
る
効

績
」
の
讃
揚
、
善
行
奨
励
を
組
織
的
に
行
う
道
筋
を
示
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
彰
善
會
の
活
動
概
要
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

会
の
設
立
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
記
録
は
纏
ま
っ
た
記
述
は
確
認

し
得
な
い
も
の
の
、『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
に
は
、
彰
善
會
の
職
員

と
し
て
「
會
長
」
に
高
崎
正
風
、「
評
議
員
」
に
二
条
基
弘
、
近
衛

篤
麿
、
黒
田
長
成
、
土
方
久
元
、
勝
安
芳
、
品
川
弥
二
郎
、
福
羽
美

静
、
楫
取
素
彦
、
細
川
潤
次
郎
、
前
田
正
名
、
谷
鐵
臣
、
島
田
重
禮
、

南
摩
綱
紀
、「
主
事
」
に
、
岡
崎
撫
松
、
池
田
謙
蔵
、
宮
地
巖
夫
、

小
島
彦
七
、
延
原
正
孝
の
名
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
各
界

の
名
士
が
就
任
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
第
一
号
に
は

「
本
會
々
員
（
府
縣
別
い
ろ
は
順
）」
と
し
て
、
四
百
五
十
六
人
の
名

が
あ
り
（「
以
下
次
号
」
と
記
さ
れ
第
二
号
に
続
く
）、
第
二
号
の
三
百

五
十
二
人
と
併
せ
る
と
、
第
二
号
刊
行
の
明
治
三
十
一
年
四
月
ま
で

に
八
百
八
人
の
会
員
を
擁
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
そ
の
な
か
に
は
、

井
上
頼
囶
、
岩
倉
具
定
、
西
村
茂
樹
、
樺
山
資
紀
、
内
藤
耻
叟
、
鴻

雪
爪
、
依
田
學
海
、
津
田
仙
、
黒
田
清
綱
、
丸
山
作
楽
、
小
中
村
義

象
、
黒
川
眞
頼
、
栗
田
寛
、
前
島
密
、
久
我
通
久
、
小
池
道
子
、
税

所
敦
子
、
重
野
安
繹
、
東
久
世
通
禧
、
下
田
歌
子
、
猪
熊
夏
樹
な
ど

の
名
も
あ
り
、
各
界
有
志
が
賛
同
し
て
入
会
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
本
會
々
員
（
府
縣
別
い
ろ
は
順
）」
の
名
簿

に
続
い
て
、「
徳
行
褒
章
拝
受
者
氏
名
」
の
一
覧
が
あ
り
、「
漸
次
名

譽
録
に
編
纂
」
す
る
旨
を
記
す
こ
と
で
、
そ
の
讃
揚
を
期
し
た
こ
と

も
窺
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
は
、「
會
説
」「
記
事
」「
伝
記
」

「
談
叢
」「
唱
詠
」「
彙
報
」「
雑
録
」「
特
別
広
告
（
會
報
）」
の
構
成

か
ら
成
り
、
第
二
号
以
降
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
体
裁
に
よ
っ
て
、

善
行
・
褒
賞
に
関
わ
る
事
績
や
活
動
を
様
々
な
角
度
か
ら
報
告
す
る
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試
み
が
為
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、「
會
説
」
は
時
勢
の
流
れ
と
会

の
方
向
性
、「
記
事
」「
伝
記
」
は
善
行
・
褒
賞
に
関
わ
る
人
々
の
具

体
的
な
事
績
や
伝
記
、「
談
叢
」
は
善
行
・
褒
賞
に
関
わ
る
談
話
を

掲
載
す
る
欄
で
あ
り
、「
唱
詠
」
は
善
行
お
よ
び
褒
賞
に
関
わ
る
和

歌
や
漢
詩
、「
彙
報
」
は
新
聞
な
ど
他
の
媒
体
に
掲
載
さ
れ
た
善
行
・

褒
賞
に
関
わ
る
記
事
、「
雑
録
」
は
以
上
何
れ
に
も
属
し
な
い
内
容

を
載
せ
る
構
成
で
あ
る
。
な
お
、『
彰
善
會
誌
』
の
「
記
事
」「
伝

記
」
欄
は
、
近
藤
芳
樹
の
『
明
治
孝
節
録
』（
明
治
十
年
）
を
想
起
さ

せ
る
体
裁
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
彰
善
會
誌
』「
記
事
」
欄
は
次
の
よ

う
に
記
す
も
の
で
あ
る
。

　
　

◎
太
田
経
倫
の
孝
養

太
田
経
倫
は
、
新
潟
縣
蒲
原
郡
五
泉
町
士
族
亡
小
笠
原
玄
量
の

次
男
に
し
て
、
明
治
廿
二
年
亡
資
徳
寡
婦
へ
入
夫
し
た
り
。
当

時
家
族
は
養
母
并
に
先
夫
の
孤
女
と
に
て
。
養
母
は
つ
は
、
二

十
四
年
来
手
足
不
隨
の
病
に
か
ゝ
り
、
妻
て
い
は
、
素
と
身
躰

虚
弱
な
る
に
、
非
常
の
病
症
に
罹
り
、
一
時
に
二
人
の
病
者
を

看
る
不
幸
に
陥
り
、
侍
養
看
護
撫
育
の
任
挙
て
其
の
一
身
に
集

ま
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
身
は
辯
護
士
加
藤
喜
作
氏
の
事
務
員

と
し
て
日
々
通
勤
し
、
夜
半
に
至
ら
ざ
れ
ば
帰
宅
す
る
こ
と
能

は
ず
。
さ
れ
ば
朝
は
夙
に
起
き
医
薬
薪
炊
の
労
を
執
り
出
勤
前

に
万
事
を
整
へ
、
家
事
奉
養
共
に
差
支
な
か
ら
し
め
た
り
。
其

後
妻
は
快
癒
し
た
れ
と
も
、
養
母
は
な
か
〳
〵
に
癒
る
や
う
も

な
か
り
し
か
ば
氏
は
奉
養
ま
す
〳
〵
怠
り
な
く
、
苟
も
効
験
あ

り
と
聞
け
ば
遺
す
所
な
く
之
を
施
し
、
薬
用
は
勿
論
礦
泉
湯
治

の
如
き
、
少
し
も
其
費
を
吝
む
こ
と
な
く
、
種
々
手
を
尽
す
と

雖
、
少
し
も
其
甲
斐
な
く
、
一
昨
年
よ
り
は
全
く
手
足
の
自
由

を
失
ひ
、
行
動
起
臥
少
し
も
意
の
如
く
な
ら
す
、
唯
横
臥
す
る

の
み
な
れ
ば
、
夫
妻
は
心
を
一
に
し
て
、
病
母
を
慰
籍
し
、
或

は
、
珍
ら
し
き
物
語
を
な
し
、
或
は
、
平
生
嗜
む
所
の
物
を
購

ひ
、
病
者
の
口
に
適
ふ
や
う
、
自
ら
調
理
の
労
を
執
り
、
出
勤

前
退
出
後
は
、
具
に
其
容
体
を
尋
ね
時
に
あ
り
て
は
自
ら
懐
抱

し
て
温
浴
せ
し
む
る
な
ど
用
意
至
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
加
藤
辯

護
士
も
、
大
に
其
行
ひ
に
感
じ
浅
か
ら
ず
幇
助
を
与
へ
け
れ
ば
、

氏
は
愈
々
心
を
孝
養
に
傾
け
、
あ
ら
ゆ
る
看
護
の
道
尽
さ
ゝ
る

所
な
く
、
十
年
の
久
し
き
殆
ん
ど
一
日
の
如
く
、
終
始
懈
怠
の

色
な
か
り
け
れ
ば
養
母
も
大
に
其
孝
養
に
感
じ
、
訪
ひ
来
る
人

毎
に
、
其
さ
ま
を
語
り
て
は
感
泣
せ
り
。
事
遂
に
官
に
聴
こ
え

左
の
賞
を
賜
は
る
に
至
れ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
形
縣
士
族　

太　

田　

経　

倫

資
性
篤
実
孝
養
の
志
厚
く
、
養
母
病
み
て
身
躰
不
隨
の
症
に
陥

る
や
、
看
護
周
到
日
夜
懈
ら
ず
。
妻
虚
弱
動
も
す
れ
ば
病
む
、

其
他
幼
子
女
の
み
に
し
て
、
生
計
益
困
難
な
る
に
際
し
、
鋭
意

辛
勤
よ
く
一
家
を
支
持
し
、
十
年
の
久
き
志
行
一
日
の
如
し
。
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洵
に
奇
得
と
す
。
仍
て
、
其
賞
と
し
て
金
貳
円
五
拾
銭
下
賜
候

事
。

　

斯
く
し
て
、
養
母
へ
の
孝
養
を
賞
さ
れ
た
右
の
「
太
田
経
倫
の
孝

養
」（『
彰
善
會
誌
』
第
九
号
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
誌
は
孝

子
・
義
僕
・
節
婦
な
ど
の
様
々
な
事
績
を
記
し
て
、
褒
章
条
令
に
よ

る
表
彰
者
の
み
な
ら
ず
「
彰
善
會
規
則
」
第
二
条
に
も
あ
る
通
り
善

行
者
の
行
為
を
広
く
紹
介
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。「
記
事
」
欄
か
ら

題
名
の
み
を
幾
つ
か
例
示
す
れ
ば
、
第
一
号
に
は
「
西
村
ミ
ヨ
女
の

孝
順　

附
そ
の
表
彰
式
」「
上
杉
齊
憲
公
並
に
姉
君
の
純
孝
」「
森
岡

す
ゑ
女
の
孝
貞
」「
義
僕
杉
村
藤
九
郎
」、
第
二
号
に
は
「
岡
本
七
郎

の
孝
節　

附
頌
徳
状
」「
節
婦
駒
形
と
く
の
至
行
」「
義
僕
戸
田
佐
太

郎
」「
吉
留
巡
査
職
に
斃
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
載
録
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
当
時
の
事
例
の
み
な
ら
ず
、
忠
節
を
尽
し
た
人
々
の
歴
史
的
事

績
や
位
階
追
陞
の
こ
と
等
を
も
「
記
事
」
欄
に
紹
介
し
て
お
り
、

『
明
治
孝
節
録
』
を
想
起
さ
せ
る
孝
子
・
義
僕
・
節
婦
等
の
記
事
に

限
ら
ず
、
国
家
に
忠
節
を
尽
し
た
人
々
の
事
績
紹
介
を
も
行
っ
た
同

会
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
に
は
、
嘗
て
『
明
治
孝
節
録
』
の

材
料
蒐
集
等
に
関
わ
り
、
そ
の
「
序
」
を
も
記
し
た
福
羽
美
静
の
祝

辞
が
記
さ
れ
て
お
り
、
彰
善
會
の
「
評
議
員
」
に
も
名
を
連
ね
た
福

羽
が
彰
善
會
の
事
業
に
多
大
な
る
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
も
確
認

さ
れ
る
）
（（
（

。
津
和
野
派
国
学
者
と
し
て
神
祇
行
政
に
お
け
る
活
躍
で
知

ら
れ
る
福
羽
は
、
歌
道
御
用
掛
・
文
学
御
用
掛
）
（（
（

と
し
て
の
宮
中
に
お

け
る
活
躍
も
あ
り
、
文
学
御
用
掛
の
際
に
は
高
崎
と
同
僚
で
あ
り
旧

知
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
彰
善
會
設
置
に
あ
た
り
「
創
立
前
よ
り
厚
く

尽
力
」
し
た
福
羽
が
、
創
業
時
の
功
労
者
で
あ
る
こ
と
を
同
誌
は
紹

介
す
る
も
の
の
、
事
の
経
緯
は
不
明
な
が
ら
第
三
号
「
會
報
」
欄
に

は
「
旨
趣
御
不
同
意
の
廉
有
之
趣
に
て
退
会
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
同
会
の
創
立
過
程
に
お
い
て
『
明
治
孝
節

録
』
編
輯
に
関
与
し
た
福
羽
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
彰
善
會
活
動

の
内
容
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
誌
の
「
唱
詠
」
欄
に
お
い
て
は
、
左
の
通
り
御
歌
所
歌

人
や
国
学
者
を
は
じ
め
と
す
る
会
の
賛
同
者
が
和
歌
・
詩
文
を
寄
稿

し
て
お
り
、
高
崎
が
主
宰
し
た
彰
善
會
に
お
け
る
特
色
の
一
端
は
こ

こ
に
も
窺
え
よ
う
（
左
は
『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
「
唱
詠
」
か
ら
抜
粋
）。

　
　

彰
善
會　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

税
所
敦
子

あ
き
ら
け
き
御
代
の
光
に
そ
ひ
て
こ
そ
か
く
れ
し
玉
も
あ
ら
は

れ
に
け
れ

春
風
の
さ
そ
は
さ
り
せ
は
木
か
く
れ
て
咲
く
花
の
香
は
し
ら
れ

さ
ら
ま
し

な
に
は
江
の
よ
し
と
よ
く
見
る
人
な
く
は
世
に
す
く
れ
た
る
ふ

し
も
知
ら
れ
し

井
上
頼
圀

善
き
人
の
よ
き
ふ
し
挙
け
は
な
に
は
江
の
あ
し
か
る
人
も
習
は
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さ
ら
め
や

大
口
鯛
二

世
の
中
に
茂
り
の
み
ゆ
く
あ
し
の
根
は
よ
き
を
も
て
こ
そ
断
つ

べ
か
り
け
れ

遠
山
英
一

か
ら
た
ち
も
う
は
ら
も
い
ま
は
根
を
た
ゝ
ん
な
ほ
き
た
け
の
み

し
け
る
か
き
ね
は

千
葉
胤
明

ぬ
き
い
て
し
た
ゝ
ひ
と
ふ
し
も
く
れ
竹
の
よ
に
あ
ら
は
れ
む
と

き
は
き
に
け
り

鎌
田
正
夫

こ
と
し
よ
り
世
に
あ
ら
は
れ
ん
木
か
く
れ
て
ひ
と
り
に
ほ
へ
る

深
山
さ
く
ら
も

小
出
粲

世
の
な
か
の
ま
か
れ
る
木
々
は
杣
か
も
つ
よ
き
を
あ
け
て
そ
た

つ
へ
か
り
け
る

宮
地
厳
夫

同
し
く
は
な
に
は
の
あ
し
の
根
を
た
ち
て
よ
し
の
み
し
け
る
よ

と
し
な
し
て
ん

　

毎
月
一
回
発
行
の
『
彰
善
會
誌
』
に
は
、
右
の
よ
う
に
国
学
者
・

歌
人
た
ち
が
歌
を
寄
せ
た
ほ
か
、
会
の
運
営
に
関
わ
る
職
員
と
し
て

「
主
事
」
に
御
歌
所
歌
人
で
あ
る
大
口
鯛
二
）
（（
（

、
千
葉
胤
明
）
（（
（

、
遠
山
英

一
）
（（
（

、
加
藤
義
淸
）
（（
（

な
ど
を
任
じ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
（
第
二
号
）、

さ
ら
に
職
員
と
し
て
、
御
歌
所
歌
人
阪
正
臣
）
（（
（

、
権
田
直
助
門
下
の
国

学
者
逸
見
仲
三
郎
）
（（
（

、
日
本
画
家
関
田
華
亭
）
（（
（

な
ど
の
名
が
報
じ
ら
れ
て

い
る
（
第
三
号
）。
ま
た
、
御
歌
所
歌
人
植
松
有
経
）
（（
（

を
編
修
に
依
嘱
す

る
旨
も
報
じ
ら
れ
て
お
り
（
第
四
号
）、
御
歌
所
歌
人
や
国
学
者
が
同

会
の
運
営
に
携
わ
っ
た
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

定
期
の
主
事
会
、
評
議
員
会
は
高
崎
正
風
の
私
邸
で
お
こ
な
わ
れ
た

よ
う
で
あ
り
、
東
京
に
本
部
を
置
い
た
彰
善
會
が
御
歌
所
歌
人
た
ち

を
も
動
員
し
な
が
ら
高
崎
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
た
こ
と
も
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、「
彰
善
會
規
則
」
に

「
地
方
便
宜
の
場
所
に
於
て
表
彰
の
式
を
行
ひ
會
員
及
ひ
有
志
者
よ

り
祝
辞
を
述
へ
或
は
其
事
蹟
を
演
述
し
其
卓
越
な
る
は
唱
歌
を
製
し

て
之
を
頌
す
」、「
會
員
及
ひ
有
志
者
よ
り
歌
俳
詩
文
等
紀
念
と
な
る

へ
き
も
の
を
贈
る
」
と
あ
る
表
彰
方
法
の
背
景
を
も
推
察
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
御
歌
所
長
高
崎
正
風
を
中
心
と
す
る
彰
善
會
は
、
こ
の
よ

う
に
国
学
者
・
歌
人
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
々
の
賛
助
を
得
な

が
ら
、
特
に
高
崎
の
人
脈
で
あ
る
御
歌
所
歌
人
が
多
数
参
加
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二　

彰
善
會
と
一
德
會
の
系
譜

（
一
）『
明
治
孝
節
録
』
と
彰
善
會

　

既
に
見
た
通
り
、
善
行
褒
賞
を
旨
と
し
た
彰
善
會
活
動
が
、
文
学

御
用
掛
・
近
藤
芳
樹
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
明
治
孝
節
録
』
の
趣

旨
を
も
継
承
す
る
体
裁
を
採
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
西
谷
成

憲
）
（（
（

な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
明
治
孝
節
録
』
が
善
行
褒
賞
と
も
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
て
も
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
に
お
い
て
、
福
羽
美
静
・
元
田
永

孚
）
（（
（

に
よ
る
『
明
治
孝
節
録
』
の
「
序
」・「
序
文
」
が
次
の
よ
う
な
前

文
を
記
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

孝
節
録
は
明
治
十
年
十
一
月
の
出
版
に
し
て
、
宮
内
省
の
御
蔵

版
に
か
ゝ
り
、
畏
く
も　

皇
后
陛
下
の
内
旨
に
よ
り
て
成
れ
る

も
の
な
り
、
福
羽
元
田
両
侍
講
の
序
文
は
、
恰
も
我
が
彰
善
會

の
主
旨
を
言
ひ
あ
ら
は
さ
れ
た
る
も
の
ゝ
如
く
、
符
合
と
や
申

べ
き
、
か
か
れ
ば
本
會
の
主
旨
は
、
大
詔
と
大
典
と
の
旨
を
賛

け
奉
る
の
み
な
ら
で
、
や
が
て　

皇
后
陛
下
大
御
心
の
注
か
せ

給
ふ
所
に
も
あ
ら
む
か
と
思
へ
ば
、
一
し
ほ
あ
り
が
た
き
こ
と

に
覚
ゑ
け
れ
ば
、
こ
こ
に
両
侍
講
の
序
文
を
か
ゝ
ぐ
る
こ
と
ゝ

は
な
せ
り
、
な
ほ
書
中
孝
節
の
勝
れ
た
る
は
、
本
誌
に
も
載
せ

て
未
だ
斯
書
を
見
ざ
る
人
に
示
す
こ
と
と
な
す
べ
し

　

斯
様
な
前
置
き
を
以
て
『
彰
善
會
誌
』
に
そ
の
「
序
」「
序
文
」

が
載
録
さ
れ
た
『
明
治
孝
節
録
』
は
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
の
書

「
万
古
清
風
」
を
巻
頭
に
、
議
官
兼
二
等
待
講
福
羽
美
静
「
序
」、
三

等
待
講
元
田
永
孚
「
序
文
」、
文
学
御
用
掛
近
藤
芳
樹
「
明
治
孝
節

録
例
言
」、
本
編
一
三
八
章
、
附
録
三
九
章
か
ら
成
る
宮
内
省
蔵
版

の
刊
行
物
で
あ
り
、
皇
后
の
内
旨
で
福
羽
美
静
が
材
料
を
蒐
集
し
近

藤
芳
樹
）
（（
（

が
編
輯
・
出
版
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
書
に
は
、
明
治
十

年
の
宮
内
省
刊
行
版
の
他
、
日
本
精
神
振
興
会
刊
行
の
『
明
治
孝
節

録
』（
宮
内
省
蔵
版
複
製
、
昭
和
十
一
年
）
が
あ
り
、
数
種
の
翻
刻
も
あ

る
）
（（
（

。
ま
た
、
同
書
に
就
い
て
の
研
究
は
、
西
谷
成
憲
「『
明
治
孝
録

節
』
に
関
す
る
研
究
―
明
治
初
期
孝
子
節
婦
等
褒
賞
と
の
関
連
に
お

い
て
―
」
の
ほ
か
、
勝
又
基
「
善
人
伝
の
ゆ
く
え
―
『
明
治
孝
節

録
』
と
新
聞
」『
文
学
』
五
―
一
（
平
成
十
六
年
）
等
が
あ
り
、
明
治

初
期
の
孝
子
節
婦
等
褒
賞
や
新
聞
掲
載
記
事
と
の
関
わ
り
、
教
科
書

と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
孝
子
説
話
の

系
譜
に
連
な
る
と
の
見
解
も
あ
る
）
（（
（

。

　

近
世
以
前
に
遡
る
孝
子
説
話
の
歴
史
と
系
譜
に
つ
い
て
は
、
徳
田

進
『
孝
子
説
話
集
の
研
究
二
十
四
孝
を
中
心
に
』
中
世
篇
（
井
上
書

房
、
一
九
六
三
）、
同
近
世
篇
（
井
上
書
房
、
一
九
六
三
）、
同
近
代
篇
・

明
治
期
（
井
上
書
房
、
一
九
六
四
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
研
究
）
（（
（

が
既
に

明
ら
か
に
し
て
お
り
、『
明
治
孝
節
録
』
を
斯
様
な
系
譜
の
な
か
に

捉
え
る
こ
と
は
、
彰
善
會
の
活
動
を
位
置
づ
け
る
際
に
も
一
定
の
有
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効
性
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
は
、
藩
主
が
領

内
の
孝
子
や
善
人
を
表
彰
し
て
そ
れ
を
文
章
化
し
、
孝
子
説
話
集
と

し
た
事
例
も
多
か
っ
た
の
で
あ
り
）
（（
（

、
享
和
元
年
八
月
に
は
幕
府
が
全

国
の
善
人
伝
を
集
大
成
し
て
編
輯
し
た
『
官
刻
孝
義
録
）
（（
（

』
も
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
徳
田
は
、
孝
子
譚
が
す
で
に
上
代
に
芽
生
え
、
中
世
に

蕾
を
持
ち
、
近
世
に
開
花
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
明
治
に
お
け

る
受
容
に
つ
い
て
は
、「
孝
子
説
話
集
の
置
か
れ
た
位
置
と
孝
子
譚

の
出
入
変
遷
は
、
近
世
以
上
に
外
部
勢
力
が
説
話
に
働
き
か
け
て
来

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
外
よ
り
内
を
、
物
語
よ
り

史
譚
を
、
童
話
よ
り
実
伝
を
と
い
う
よ
う
に
実
証
的
な
、
そ
れ
で
い

て
実
績
的
な
傾
向
の
も
の
を
迎
え
る
に
至
っ
た
）
（（
（

」
と
論
じ
た
。
か
か

る
系
譜
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
、『
明
治
孝
節
録
』
が
明
治
期
に
お
け

る
日
本
の
史
譚
・
実
伝
を
集
大
成
し
た
「
当
代
善
人
説
話
集
」
の
）
（（
（

嚆

矢
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
趣
旨
を
継
承
す
る
彰
善
會
を

位
置
づ
け
る
際
に
も
、
孝
子
説
話
の
歴
史
は
参
考
と
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
明
治
孝
節
録
』『
彰
善
會
誌
』
の
ほ
か
に
も
褒
章
制
度
に

関
わ
る
善
人
伝
の
刊
行
は
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
内
務

大
臣
官
房
編
『
明
治
国
民
亀
鑑
』（
國
光
社
、
明
治
三
十
五
年
）
（（
（

）、
杉
本

勝
二
郎
『
明
治
忠
孝
節
義
伝　

一
名　

東
洋
立
志
編
』
第
一
輯
・
第

二
輯
・
第
三
輯
・
第
四
輯
・
第
五
輯
（
國
之
礎
社
、
明
治
三
十
一
年
～

三
十
六
年
）
（（
（

）
な
ど
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
刊
行
物
は

い
ず
れ
も
明
治
三
十
年
代
に
褒
章
制
度
と
の
関
連
で
出
版
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
数
は
然
程
多
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
日
本
国
内

の
史
譚
・
実
伝
を
重
ん
じ
た
明
治
期
の
孝
子
説
話
集
の
特
徴
に
相
当

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
彰
善
會
は
、
そ

れ
を
組
織
的
に
会
と
し
て
運
営
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え

る
。

　

な
お
、
明
治
期
の
孝
子
説
話
関
連
の
著
作
は
、
児
童
対
象
の
読

物
・
教
科
書
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
一
方
、
右
の
よ
う
に

褒
賞
制
度
を
書
籍
中
に
掲
げ
る
も
の
は
特
に
社
会
教
化
に
関
わ
る
側

面
を
有
し
て
お
り
、『
明
治
孝
節
録
』
や
『
彰
善
會
誌
』
は
後
者
の

系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
得
る
。
ま
た
、
元
田
永
孚
が

編
纂
し
文
学
御
用
掛
の
高
崎
正
風
・
仙
石
政
固
・
兒
玉
源
之
丞
・
池

原
香
穉
・
西
尾
為
忠
等
が
参
画
し
て
編
纂
し
た
勅
撰
の
修
身
書
で
あ

る
『
幼
學
綱
要
』（
明
治
十
五
年
）
（（
（

）、
文
学
御
用
掛
・
西
村
茂
樹
が
編

纂
し
て
同
じ
く
文
学
御
用
掛
の
山
田
安
栄
・
加
部
巌
夫
が
校
勘
・
修

文
し
た
『
婦
女
鑑
』（
明
治
二
十
年
）
（（
（

）
な
ど
も
孝
子
説
話
に
分
類
さ
れ

る
内
容
で
あ
る
）
（（
（

。
御
歌
所
の
前
身
と
な
っ
た
文
学
御
用
掛
）
（（
（

の
面
々
が

斯
様
な
修
身
書
編
纂
な
ど
に
も
寄
与
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と

は
、
彰
善
會
を
構
想
し
た
背
景
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
御

歌
所
の
系
譜
を
考
え
る
う
え
で
も
参
考
と
な
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、「
教
学
大
旨
、
幼
学
綱
要
、
教
育
勅
語
と
同
一
の
精
神
が
流

れ
て
行
き
、
こ
の
間
さ
ら
に
洗
練
と
深
化
の
機
を
得
て
整
い
、
か
つ
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は
教
学
大
旨
の
理
念
が
、
理
論
的
に
整
え
ら
れ
て
教
育
勅
語
に
結
集

し
た
）
（（
（

」
と
の
指
摘
も
あ
る
通
り
、『
幼
學
綱
要
』
編
纂
に
携
わ
っ
た

高
崎
正
風
が
、
教
育
勅
語
の
実
践
を
主
張
し
た
背
景
も
こ
こ
に
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
緯
を
顧
み
れ
ば
、
明
治
天
皇
の
聖
旨
を

奉
戴
し
て
警
世
の
念
を
抱
い
た
高
崎
の
宿
志
が
彰
善
會
設
立
の
背
景

に
あ
り
、「
彰
善
會
々
旨
摘
要
」
の
言
葉
は
そ
れ
を
表
し
た
も
の
と

推
察
し
得
る
。
そ
の
警
世
の
思
い
と
善
行
褒
賞
の
関
わ
り
に
つ
い
て

述
べ
た
左
の
一
文
は
、
彰
善
會
設
立
の
背
景
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。

思
ふ
に
、
國
家
夙
に
賞
勲
局
を
置
き
て
善
行
者
を
彰
表
す
る
の

制
あ
り
と
雖
も
、
こ
れ
の
み
に
て
は
十
分
彰
善
の
効
果
を
挙
ぐ

る
に
足
ら
ざ
る
憾
み
あ
り
。
又
各
府
縣
庁
に
て
も
、
孝
子
貞
婦

を
賞
す
る
良
法
を
行
ふ
こ
と
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
こ
れ
の
み

に
て
は
到
底
社
會
を
感
化
す
る
の
力
あ
り
と
も
見
え
ず
、
是
れ

又
余
が
微
衷
を
本
會
に
致
し
て
、
聊
か
効
力
あ
る
彰
善
の
方
法

を
講
ぜ
む
と
す
る
所
以
な
り
。

余
が
本
會
を
設
立
す
る
に
当
り
、
或
人
、
既
設
の
明
治
會
、
弘

道
會
、
十
善
會
の
如
き
も
の
、
い
く
ら
も
あ
れ
ば
、
特
更
に
一

會
を
起
さ
ず
と
も
彼
等
の
會
に
合
併
し
て
は
如
何
、
是
か
へ
り

て
其
目
的
を
達
す
る
便
法
な
ら
ず
や
と
勧
告
し
た
る
こ
と
あ
り

き
。
さ
り
な
が
ら
元
来
本
會
の
目
的
は
已
に
行
為
に
顕
れ
た
る

善
事
を
彰
表
し
、
隨
つ
て
躬
行
実
践
を
奨
勵
す
る
を
目
的
と
し

て
理
論
に
拘
泥
せ
ず
、
故
に
道
徳
の
主
義
に
付
て
は
、
儒
仏
孰

れ
に
も
偏
せ
ざ
る
考
な
れ
ど
も
、
彼
の
會
等
に
至
て
は
、
各
々

一
個
の
主
張
あ
り
、
意
見
あ
り
て
、
動
も
す
れ
ば
教
理
上
の
争

論
を
惹
き
起
す
恐
れ
あ
り
。
余
は
固
よ
り
弘
道
會
、
明
治
會
と

大
体
の
精
神
を
同
う
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
彼
等
は
善
を
説
く

を
目
的
と
し
、
余
の
設
立
せ
る
も
の
は
善
を
彰
は
す
を
目
的
と

す
、
其
帰
す
る
と
こ
ろ
一
な
り
と
雖
も
其
力
を
尽
す
方
面
自
ら

異
な
る
と
こ
ろ
あ
り
。
只
兄
弟
の
交
り
を
結
び
互
に
相
提
携
し

て
、
日
本
固
有
の
道
徳
を
維
持
擴
充
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の

な
り
と
て
、
合
併
の
勧
告
に
同
意
せ
ざ
り
き
。

　

右
の
内
容
か
ら
は
、「
善
を
説
く
を
目
的
」
と
し
た
既
設
の
明
治

會
）
（（
（

、
弘
道
會
）
（（
（

、
十
善
會
）
（（
（

等
の
活
動
と
は
異
な
る
「
善
を
彰
は
す
を

目
的
」
と
し
た
彰
善
會
が
、「
社
會
を
感
化
す
る
」
こ
と
を
目
指
し

て
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
了
解
さ
れ
、
そ
の
団

体
と
し
て
の
独
自
性
を
主
張
し
た
意
図
も
窺
わ
れ
る
。
因
み
に
明
治

會
は
、
佐
佐
木
高
行
が
明
治
二
十
一
年
五
月
西
村
茂
樹
・
平
山
省
斎

な
ど
の
同
志
と
協
議
し
、
敬
神
・
尊
王
・
愛
国
を
三
綱
領
と
し
て
設

立
し
た
会
で
あ
り
、
弘
道
會
は
、
西
村
茂
樹
が
明
治
九
年
創
設
し
た

東
京
修
身
學
社
を
同
十
七
年
日
本
講
道
會
と
改
称
し
、
同
二
十
年
九

月
に
日
本
弘
道
會
と
し
た
国
民
道
徳
普
及
の
組
織
で
あ
り
、
十
善
會

は
、
明
治
十
六
年
十
二
月
十
六
日
小
松
宮
彰
仁
の
発
起
に
よ
り
真
言

宗
の
釈
雲
照
を
導
師
と
し
て
東
京
湯
島
霊
雲
寺
に
て
発
会
式
を
行
い
、
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国
民
道
徳
と
し
て
の
十
善
道
徳
の
定
着
化
を
目
途
と
し
た
会
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
団
体
に
比
し
て
、
彰
善
會
は
、「
教
理
上
の
争
論
を

惹
き
起
す
」
こ
と
な
く
、「
行
為
に
顕
れ
た
る
善
事
を
彰
表
し
、
隨

つ
て
躬
行
実
践
を
奨
勵
す
る
を
目
的
と
し
て
理
論
に
拘
泥
」
し
な
い

特
色
を
持
つ
も
の
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
理
論
で

は
な
く
史
譚
・
実
伝
を
高
崎
が
重
ん
じ
た
背
景
に
は
、「
事
実
は
深

く
腦
底
に
印
し
て
忘
却
せ
ず
、
道
理
の
話
は
其
割
合
に
記
憶
に
存
し

難
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
経
歴
上
は
つ
き
り
感
じ
た
）
（（
（

」
こ
と

が
あ
っ
た
と
言
う
。

（
二
）
一
德
會
の
発
会

　

後
に
、
彰
善
會
が
京
都
を
根
拠
地
と
す
る
修
齊
會
と
合
併
し
て
一

德
會
と
称
し
、
京
都
議
事
堂
に
て
発
会
式
を
行
っ
た
の
は
、
明
治
四

十
一
年
四
月
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
修
齊
會
は
明
治
二
十
四
年
十

一
月
、
京
都
に
お
け
る
心
学
講
舎
の
明
倫
舎
、
時
習
舎
、
修
正
舎
の

代
表
者
が
宝
錦
舎
に
集
ま
り
協
議
し
て
組
織
し
た
会
で
あ
り
、
本
部

と
な
っ
た
明
倫
舎
と
市
内
数
か
所
の
支
部
で
毎
月
定
例
の
道
話
を
お

こ
な
っ
た
他
、『
修
齊
會
誌
』
と
題
す
る
会
誌
を
発
刊
し
、
明
治
三

十
四
年
以
降
は
善
行
者
の
表
彰
を
も
事
業
の
一
つ
に
加
え
た
と
い
う
）
（（
（

。

修
齊
會
と
合
併
し
た
一
德
會
の
活
動
に
は
、
修
齊
會
側
の
考
え
も
加

わ
り
、
彰
善
會
と
は
異
な
る
傾
向
が
存
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
の
具
体
的
活
動
が
窺
わ
れ
る
「
一
德
會
規
則
」
に
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

第･

一
条　

本
會
は
一
德
會
と
称
し
教
育
に
関
す
る　

大
詔
の
旨

を
奉
体
し
道
義
の
実
践
を
奨
め
社
會
の
善
行
を
彰
は
す
を
以

て
目
的
と
す

第･

二
条　

本
會
事
務
所
は
京
都
に
置
き
支
會
を
各
府
縣
に
支
部

を
各
地
に
設
け
會
務
を
処
辨
す

第･

三
条　

本
會
に
會
長
主
事
及
評
議
員
を
、
支
會
に
支
會
長
幹

事
を
、
支
部
に
支
部
長
理
事
を
置
き
事
務
を
処
理
す

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

第･

八
条　

本
會
は
毎
年
春
期
に
於
て
総
集
會
を
開
き
左
記
の
一

項
若
し
く
は
数
項
を
挙
行
す
、
但
し
必
要
に
応
し
臨
時
開
會

す
る
こ
と
あ
る
へ
し

　

一
、
大
詔
の
主
義
に
基
け
る
人
倫
道
德
上
の
演
説
講
話

　

一
、
善
行
の
表
彰
（
表
彰
の
方
法
は
別
に
定
む
る
所
に
拠
る
）

　

一
、
會
務
の
報
告
、
協
議

第
九
条　

本
會
は
毎
年
十
月
三
十
日　

勅
語
奉
読
會
を
開
く

第･

十
条　

本
會
は
會
旨
の
普
及
を
計
ら
む
が
為
時
々
通
俗
講
話

會
を
開
く

　
･

但
し
本
条
并
に
前
二
ヶ
条
に
関
す
る
會
場
は
其
都
度
之
を
予

告
す　

第
十
一
条　

本
會
々
員
は
左
の
事
項
を
履
行
す
へ
し

　

一
、･
毎
月
一
回
又
は
数
回
適
宜
の
時
期
を
定
め
て　

大
詔
を
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奉
読
し
家
族
を
し
て
常
に
聖
旨
を
服
膺
せ
し
む
る
こ
と

　

二
、･

常
に
善
行
者
を
発
見
す
る
こ
と
に
注
意
し
之
を
見
聞
し

た
る
と
き
は
能
く
其
事
実
を
調
査
し
て
本
會
に
通
知
す

る
こ
と

　

三
、･

旧
記
口
碑
な
ど
に
考
へ
其
地
方
に
善
行
事
蹟
あ
る
を
発

見
し
た
る
と
き
は
詳
細
に
そ
の
事
実
を
調
査
し
本
會
に

通
知
す
る
こ
と

第
十
二
条　

本
會
は
毎
年
四
回
會
誌
を
発
刊
し
會
員
に
頒
布
す

　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　

こ
の
「
一
德
會
規
則
」
は
、「
勅
語
奉
読
會
」
の
開
催
や
「
大
詔

を
奉
読
」
す
る
こ
と
、
教
育
勅
語
に
基
づ
く
演
説
講
話
な
ど
を
も

時
々
に
開
催
す
る
こ
と
で
、
教
育
勅
語
の
普
及
と
「
道
義
の
実
践
」、

「
社
會
の
善
行
を
彰
す
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
の
活
動
概
要
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
会
員
の
履
行
す
べ
き
事
項
に
は
、「
毎
月
一
回

又
は
数
回
適
宜
の
時
期
を
定
め
て　

大
詔
を
奉
読
し
家
族
を
し
て
常

に
聖
旨
を
服
膺
せ
し
む
る
こ
と
」
と
あ
る
等
、
明
ら
か
に
彰
善
會
に

は
な
か
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
機
関
誌
『
一
德
』
の
誌

面
は
、
教
育
勅
語
を
冒
頭
に
置
い
て
）
（（
（

演
説
講
話
の
内
容
を
紹
介
す
る

の
み
な
ら
ず
、
石
門
心
学
関
係
の
記
事
に
も
多
く
の
誌
面
を
割
い
て

お
り
、
善
行
褒
賞
の
記
事
を
中
心
と
す
る
『
彰
善
會
誌
』
と
は
凡
そ

体
裁
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
誌
面
は
「
論
説
講
話
」「
諷
詠
）
（（
（

」

「
史
蹟
」「
家
庭
」「
善
行
録
」「
雑
纂
」「
彙
報
」
の
各
欄
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
）
（（
（

、『
一
德
』
第
五
号
（
明
治
四
十
二
年
四
月
）
を
例
に
挙

げ
れ
ば
、「
史
蹟
」
欄
に
「
石
田
梅
岩
」、「
家
庭
」
欄
に
「
鳩
翁
道

話
拾
遺
」、「
雑
纂
」
欄
に
「
心
學
書
解
題
」
の
掲
載
が
あ
り
、
石
門

心
学
関
係
の
記
事
の
多
さ
も
窺
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
一
德
會

は
、「
道
德
倫
理
は
之
を
論
す
る
の
必
要
よ
り
は
寧
ろ
之
を
行
ふ
の

必
要
な
ら
ん
の
み
」
と
し
た
彰
善
會
の
活
動
方
針
を
一
歩
進
め
て
、

教
育
勅
語
の
普
及
を
目
指
し
、
善
行
褒
賞
事
業
を
も
継
承
し
つ
つ
石

門
心
学
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
し
得
る
。

　

ま
た
『
一
德
』
に
は
、
次
々
と
支
会
・
支
部
を
全
国
各
地
に
設
立

し
て
心
学
道
話
を
は
じ
め
と
す
る
演
説
講
話
・
通
俗
講
話
会
を
各
地

に
開
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
積
極
的
に
教
育
勅
語
の
普
及
を

図
っ
た
一
德
會
の
特
徴
を
窺
え
る
。
さ
ら
に
一
德
會
が
教
育
勅
語
を

普
及
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
国
民
が
実
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
主
義
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
）
（（
（

。
一
德
會
の
名
称
は

「
咸
其
德
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ
」
と
あ
る
教
育
勅
語
の
文
言

に
由
来
が
あ
り
、
会
設
立
の
動
機
は
、
彰
善
會
と
同
様
新
聞
等
に
現

れ
る
「
悖
徳
汚
行
」
を
憂
い
た
高
崎
が
教
育
勅
語
の
普
及
と
実
践
の

必
要
性
を
改
め
て
実
感
し
た
こ
と
が
一
因
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
明
治
四
十
一

年
十
月
三
十
日
に
行
な
わ
れ
た
講
演
に
お
い
て
高
崎
は
、
教
育
勅
語

が
「
學
校
の
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
や
う
な
人
も
少
な
か
ら
ぬ
」
状
況

で
あ
る
と
指
摘
し
、「
學
校
に
出
る
生
徒
は
最
早
多
く
暗
誦
し
て
居

る
こ
と
で
あ
ら
う
」
け
れ
ど
も
、「
民
間
に
於
て
は
未
だ
殆
ん
ど
分
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ら
ぬ
や
う
な
有
様
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
体
験
談
を
報
告

し
て
い
る
）
（（
（

。

先
日
私
は
暑
中
休
暇
を
利
用
し
ま
し
て
奥
羽
六
縣
を
廻
り
ま
し

た
、
其
際
段
々
教
育
勅
語
が
ど
の
く
ら
ゐ
民
間
に
行
は
れ
て
居

る
か
、
ど
の
く
ら
ゐ
分
つ
て
居
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
視
ま
し
た

所
が
、
民
間
に
は
先
づ
十
中
七
八
も
此
の
詔
勅
の
下
つ
て
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
い
者
が
あ
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
、
偶
々
知
つ
て

居
る
者
と
雖
も
「
成
程
先
年
左
様
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
、
私

も
一
度
拝
読
し
た
こ
と
が
ご
ざ
り
ま
す
」
な
ど
ゝ
云
ふ
く
ら
ゐ

に
過
ぎ
な
い
、
是
れ
は
ま
だ
善
い
方
で
ご
ざ
り
ま
す
、
其
の
大

部
分
は
皆
無
分
ら
な
い
、
私
は
甚
だ
驚
き
ま
し
た
、
…

と
述
べ
、
続
け
て
「
躬
行
実
践
し
な
け
れ
ば
教
育
勅
語
の
詮
の
な
い

こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
）
（（
（

」
こ
と
で
あ
り
、
教
育
勅
語
を
「
今
の
や

う
に
殆
ん
ど
知
ら
な
い
者
が
多
い
と
云
ふ
の
は
実
に
残
念
至
極
の
こ

と
）
（（
（

」
と
実
情
を
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
勅
語
を
「
一
般
に
徹
底

せ
し
む
る
方
法
は
な
か
ら
う
か
と
百
方
苦
心
を
い
た
し
、
段
々
學
者

識
者
に
も
諮
っ
て
見
ま
し
た
所
が
、
何
う
し
て
も
此
の
詔
勅
の
御
趣

旨
を
叮
嚀
反
復
に
言
つ
て
聴
か
せ
る
よ
り
外
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
）
（（
（

」

に
な
っ
た
と
一
德
會
設
立
の
背
景
に
つ
い
て
も
述
べ
る
の
で
あ
る
。

教
育
勅
語
を
「
一
般
に
徹
底
せ
し
む
る
方
法
」
を
諮
っ
た
学
者
・
識

者
と
は
、
東
京
帝
国
大
学
総
長
・
京
都
帝
国
大
学
総
長
な
ど
を
歴
任

し
た
菊
池
大
麓
、
後
に
国
民
道
徳
論
を
主
唱
す
る
こ
と
と
な
る
東
京

帝
国
大
学
教
授
井
上
哲
次
郎
、
そ
し
て
後
に
内
閣
総
理
大
臣
を
も
務

め
た
加
藤
高
明
等
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
ほ
か
『
一
德
』
に
は
、
勅
語
奉
読
会
や
各
地
の
支
部
発
会
式

を
は
じ
め
、
各
地
の
講
演
会
へ
と
高
崎
が
足
を
運
び
式
辞
や
講
演
を

行
っ
た
様
が
記
さ
れ
て
お
り
、
教
育
勅
語
の
実
践
を
掲
げ
て
全
国
を

巡
っ
た
高
崎
の
足
跡
も
窺
え
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
背
景
に
は
、
一

德
會
の
活
動
を
始
め
る
に
あ
た
り
、「
講
話
を
主
と
し
て
會
誌
に
重

き
を
置
」
か
な
い
こ
と
を
方
針
と
し
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
れ
は
彰
善

會
を
運
営
し
た
際
に
お
け
る
高
崎
の
反
省
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
）
（（
（

。
ど
う
か
悪
人
を
杜
絶
し
て
善
人
を
殖
や
し
た
な
ら
ば
、
此
の
詔

旨
が
普
及
せ
ら
る
ゝ
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
し
た
が
、
其
時
は
私
の

経
験
も
乏
し
く
、
資
力
も
足
り
ま
せ
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
毎
月

雑
誌
を
出
し
ま
し
て
、
雑
誌
で
人
を
導
く
積
り
で
あ
り
ま
し
た

が
、
是
れ
は
迂
濶
な
考
で
、
散
々
失
敗
し
て
只
冗
に
金
の
み
を

取
ら
れ
て
、
殆
と
一
家
の
生
計
に
困
難
を
致
し
ま
し
た
…

　

右
の
よ
う
な
彰
善
會
活
動
の
反
省
点
を
踏
ま
え
て
一
德
會
の
活
動

は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
彰
善
會
と
一
德
會
は
、
と
も
に
教
育
勅

語
の
実
践
を
目
指
し
た
会
で
は
あ
る
も
の
の
、
活
動
方
針
は
自
ず
と

異
な
る
も
の
と
な
っ
た
経
緯
が
こ
こ
に
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
機

関
誌
を
毎
月
発
行
し
て
い
た
彰
善
會
に
対
し
て
、
機
関
誌
発
行
を
年

四
回
と
し
て
各
地
の
講
演
会
を
主
と
し
た
一
德
會
の
活
動
内
容
に
も
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表
れ
て
い
よ
う
。
な
お
、
一
德
會
の
役
員
に
名
を
連
ね
た
御
歌
所
歌

人
に
は
、
阪
正
臣
、
猪
熊
夏
樹
）
（（
（

、
宮
地
巌
夫
、
須
川
信
行
）
（（
（

な
ど
が
あ

り
、
そ
の
ほ
か
大
阪
府
支
会
設
立
委
員
に
は
北
里
闌
）
（（
（

、
愛
知
県
支
会

設
立
委
員
に
は
大
島
為
足
）
（（
（

の
名
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
派
歌

人
」
の
参
加
を
も
確
認
し
得
る
も
の
の
、
京
都
の
明
倫
舎
に
本
部
が

置
か
れ
た
こ
と
と
も
関
わ
る
の
か
、
一
德
會
役
員
に
は
彰
善
會
ほ
ど

の
御
歌
所
歌
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三　

彰
善
會
と
一
德
會
の
意
義
―
む
す
び
に
か
え
て
―

　

以
上
、
高
崎
正
風
が
教
育
勅
語
の
実
践
を
掲
げ
て
首
唱
し
た
彰
善

會
の
活
動
と
そ
の
系
譜
に
連
な
る
著
作
、
そ
し
て
後
継
組
織
と
し
て

の
一
德
會
の
活
動
に
つ
い
て
、『
彰
善
會
誌
』『
一
德
』
等
の
記
述
を

用
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
な
お
活
動
の
一
端
を
垣
間
見

た
に
過
ぎ
な
い
が
、
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
斯
様
な
教
育
勅
語
の

実
践
に
資
す
る
会
が
存
在
し
た
実
状
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
本
稿
で
概
観
し
た
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
御
歌
所
長
高
崎
正

風
を
中
心
に
御
歌
所
歌
人
や
国
学
者
た
ち
が
会
運
営
に
携
わ
っ
た
事

業
で
も
あ
り
、
心
学
関
係
者
や
各
界
著
名
人
が
参
加
し
た
こ
と
を
も

含
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
彰
善
會
は
、
教
育
勅
語
、
褒
章
条
令
を
指
標
と

し
て
、「
我
か
同
胞
四
千
余
万
の
中
忠
孝
信
義
貞
節
慈
善
等
凡
そ
社

會
上
の
徳
義
公
益
に
関
す
る
効
績
は
有
形
無
形
に
拘
は
ら
す
大
に
之

を
讃
揚
し
益
社
會
の
善
行
を
奨
勵
す
る
）
（（
（

」
こ
と
を
掲
げ
て
発
足
し
た

団
体
で
あ
り
、
そ
の
設
立
の
背
景
に
は
、
教
育
勅
語
が
実
践
さ
れ
て

い
な
い
世
相
を
憂
い
、
褒
章
条
令
も
ま
た
十
分
に
実
を
挙
げ
て
い
な

い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。「
兇
行
悪
徳
」
が
「
社
會
に
蔓
延
」
す
る

状
況
に
お
い
て
は
、「
道
徳
倫
理
は
之
を
論
す
る
の
必
要
よ
り
は
寧

ろ
之
を
行
ふ
の
必
要
な
ら
ん
の
み
）
（（
（

」
と
す
る
判
断
も
同
会
の
方
向
性

を
規
定
し
た
要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彰
善
會
の
発
足
時
に
福
羽
美

静
が
参
画
し
て
い
る
こ
と
、『
彰
善
會
誌
』
の
内
容
が
『
明
治
孝
節

録
』
の
趣
旨
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
明
治
會
、

弘
道
會
、
十
善
會
な
ど
の
活
動
と
は
異
な
る
「
理
論
に
拘
泥
」
し
な

い
点
を
特
色
と
し
た
こ
と
は
、
彰
善
會
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
重

要
な
要
素
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
彰
善
會
が
京
都
を
根
拠
地
と
す
る
修
齊
會
と
合
併
し
て
発

会
し
た
一
德
會
は
、
教
育
勅
語
の
存
在
を
も
知
ら
な
い
人
々
の
存
在

を
憂
い
て
、
心
学
道
話
を
用
い
た
通
俗
講
話
會
な
ど
を
各
地
に
開
い

て
教
育
勅
語
の
普
及
に
努
め
た
社
会
教
化
団
体
で
あ
っ
た
。
彰
善

會
・
一
德
會
は
双
方
教
育
勅
語
の
実
践
を
掲
げ
た
団
体
で
あ
っ
た
が
、

雑
誌
主
体
の
彰
善
會
に
対
し
て
、
心
学
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
講
演

会
を
主
体
と
し
た
と
こ
ろ
に
一
德
會
の
特
徴
が
存
し
た
。
こ
れ
ら
の

活
動
に
よ
っ
て
、「
よ
し
を
の
み
世
に
繁
ら
せ
む
難
波
江
の
あ
し
の

根
さ
ゝ
む
ひ
ま
も
な
き
ま
で
）
（（
（

」
と
詠
ん
だ
高
崎
の
思
い
が
如
何
程
に

実
現
さ
れ
た
の
か
は
資
料
上
確
認
し
え
な
い
も
の
の
、
明
治
三
十
年
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に
彰
善
會
が
設
立
さ
れ
て
お
よ
そ
十
年
を
経
た
明
治
四
十
一
年
、
一

德
會
を
設
立
し
た
際
に
も
、
新
聞
等
に
現
れ
る
「
悖
德
汚
行
」
が
会

発
足
の
所
以
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
は
本
論
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

一
德
會
が
発
会
式
を
行
っ
た
明
治
四
十
一
年
四
月
三
日
は
、
凡
そ
半

年
後
の
同
年
十
一
月
に
戊
申
詔
書
が
渙
発
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
国

民
道
徳
論
が
現
れ
る
目
前
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　

斯
く
し
て
、
明
治
四
十
一
年
の
戊
申
詔
書
以
降
に
現
れ
た
国
民
道

徳
論
よ
り
も
早
い
段
階
で
教
育
勅
語
の
実
践
を
説
い
た
彰
善
會
・
一

德
會
の
活
動
は
、
西
村
茂
樹
の
日
本
弘
道
會
等
と
と
も
に
国
民
道
徳

運
動
史
の
一
端
を
担
っ
た
組
織
と
し
て
も
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

国
民
道
徳
普
及
の
先
駈
け
と
な
っ
た
人
物
が
、
と
も
に
宮
中
に
お
い

て
文
学
御
用
掛
を
務
め
た
西
村
茂
樹
、
高
崎
正
風
で
あ
っ
た
こ
と
も

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
後
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
一

德
會
活
動
に
お
け
る
心
学
組
織
と
の
連
携
の
実
態
を
も
精
査
す
る
必

要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
斯
様
な
活
動
の
根
底
に
は
、
明
治
天

皇
の
詔
を
奉
じ
て
そ
の
聖
旨
に
適
う
活
動
の
実
践
を
志
す
人
々
の
賛

同
が
あ
り
、「
同
胞
固
有
の
道
性
を
回
復
」
す
る
こ
と
を
意
図
し
て

善
行
褒
賞
を
掲
げ
、
教
育
勅
語
こ
そ
が
実
践
す
べ
き
理
想
の
根
本
で

あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
高
崎
正
風
の
一
身
を
捧
げ
る
決
意
が
あ
っ
た
。

そ
の
活
動
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
高
崎
正
風
の
生
涯
を
顧
み
る
際
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
心
学
史
の
み
な
ら
ず
国
民
道
徳
運
動
史
や
御
歌

所
の
歴
史
な
ど
を
解
す
る
際
に
お
い
て
も
、
今
後
改
め
て
検
討
す
べ

き
内
容
を
含
む
筈
で
あ
る
。

　
註（1

）　

入
江
為
守
「
た
つ
か
ね
集
跋
」
高
崎
正
風
『
た
つ
か
ね
集
』（
中

央
歌
道
会
、
大
正
十
五
年
）。

（
2
）　

武
川
忠
一
「
高
崎
正
風
」『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
（
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
六
十
三
年
）。

（
（
）　

阪
正
臣
記
・
高
崎
正
風
述
『
紀
元
節
歌
の
解
』（
青
白
堂
・
松
成
堂
、

明
治
二
十
一
年
）、
高
崎
正
風
述
・
阪
正
臣
記
『
天
長
節
歌
解
』

（
吉
川
半
七
、
明
治
二
十
四
年
）
な
ど
の
著
作
も
あ
る
。

（
4
）　

他
に
、
清
水
勝
「
桂
園
流
の
興
隆
―
香
川
景
樹
門
高
弟
八
田
知
紀

に
お
け
る
桂
園
派
継
承
の
特
性
に
つ
い
て
―
」
文
部
省
科
学
研
究

費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
桂
園
派
の
発
生
・
発
展
と
幕
末
・

明
治
期
の
桂
園
派
和
歌
・
歌
論
の
文
学
史
的
意
義
に
関
す
る
研
究
』

（
平
成
九
年
三
月
）
等
参
照
。

（
（
）　

御
歌
所
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
恒
川
平
一
『
御
歌
所
の
研
究
』（
還

暦
記
念
出
版
会
、
昭
和
十
四
年
）、
照
沼
好
文
「
明
治
の
歌
御
会

に
関
す
る
研
究
」
上
・
下
『
芸
林
』
三
十
四
―
二
・
三
十
四
―
三

（
昭
和
六
十
年
）、「
明
治
の
御
歌
所
」『
心
の
華
』
第
三
巻
三
号
―

六
号
（
明
治
三
十
三
年
三
月
―
六
月
）、
財
団
法
人
日
本
文
化
財

団
編
『
和
歌
を
歌
う　

歌
会
始
と
和
歌
披
講
』（
笠
間
書
院
、
平

成
十
七
年
）
等
参
照
。

（
6
）　
「
高
崎
會
長
の
談
話
」『
彰
善
會
誌
』
第
二
号
（
明
治
三
十
一
年
四

月
）。

（
（
）　

明
治
心
学
の
研
究
と
し
て
は
、
三
宅
守
常
「
明
治
心
学
と
宗
教
行
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政
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
十
号
（
平
成
五
年
）、

同
「
明
治
心
学
管
見
」『
精
神
科
学
』
第
三
十
五
号
（
平
成
八
年
）

等
が
あ
る
。
一
德
會
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
掲
げ
る
柴
田
実
『
心

学
』（
至
文
堂
、
昭
和
四
十
二
年
）
の
ほ
か
、
高
村
光
次
「
心
學

活
動
の
現
状
」『
心
學
』（
雄
山
閣
、
昭
和
十
七
年
）、
山
田
敬
齋

『
石
門
心
学
講
話
』（
道
義
昂
揚
推
進
会
、
昭
和
二
十
九
年
）
等
に

記
述
が
あ
る
。

（
（
）　
「
彰
善
會
々
旨
摘
要
」『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
（
明
治
三
十
一
年
三

月
）。

（
（
）　
「
一
德
會
規
則
」『
一
德
』
第
二
号
（
明
治
四
十
一
年
八
月
）。

（
10
）　
『
彰
善
會
誌
』
第
三
号
以
降
に
お
い
て
も
教
育
勅
語
お
よ
び
褒
章

条
令
は
そ
の
巻
頭
に
あ
る
。
な
お
、
同
誌
掲
載
の
明
治
二
十
七
年

一
月
四
日
勅
令
第
一
号
で
第
一
条
が
改
正
さ
れ
た
「
褒
章
条
令
」

は
左
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　

褒
章
条
令

　
　
　
　

第･

一
条　

凡
ソ
自
己
ノ
危
難
ヲ
顧
ミ
ス
人
命
ヲ
救
助
シ
タ
ル
者

又
ハ
孝
子
順
孫
節
婦
義
僕
ノ
類
ニ
シ
テ
徳
行
卓
絶
ナ
ル
者
又

ハ
実
業
ニ
精
勵
シ
衆
民
ノ
模
範
タ
ル
ヘ
キ
者
又
ハ
学
術
技
藝

上
の
発
明
改
良
著
述
、
教
育
衛
生
慈
善
防
疫
ノ
事
業
、
學
校

病
院
ノ
建
設
、
道
路
河
渠
堤
防
橋
梁
ノ
修
築
、
田
野
ノ
墾
闢
、

森
林
ノ
栽
培
、
水
産
ノ
繁
殖
、
農
商
工
業
ノ
発
達
ニ
関
シ
公

衆
ノ
利
益
ヲ
興
シ
成
績
著
明
ナ
ル
者
又
ハ
公
同
ノ
事
務
ニ
勤

勉
シ
労
効
顕
著
ナ
ル
者
ヲ
表
彰
ス
ル
為
メ
左
ノ
三
種
ノ
褒
章

ヲ
定
ム

　
　
　
　
　
　

紅
綬
褒
章

　
　
　
　
　

･

右
自
己
ノ
危
難
ヲ
顧
ミ
ス
人
命
ヲ
救
助
シ
タ
ル
者
ニ
賜
フ
モ

ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　

緑
綬
褒
章　

　
　
　
　
　

･

右
孝
子
順
孫
節
婦
義
僕
ノ
類
ニ
シ
テ
徳
行
卓
絶
ナ
ル
者
又
ハ

実
業
ニ
精
勵
シ
衆
民
ノ
模
範
タ
ル
ヘ
キ
者
ニ
賜
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　

藍
綬
褒
章

　
　
　
　
　

･

右
学
術
技
藝
上
の
発
明
改
良
著
述
、
教
育
衛
生
慈
善
、
防
疫

ノ
事
業
、
學
校
病
院
ノ
建
設
、
道
路
河
渠
堤
防
橋
梁
ノ
修
築
、

田
野
ノ
墾
闢
、
森
林
ノ
栽
培
、
水
産
ノ
繁
殖
、
農
商
工
業
ノ

発
達
ニ
関
シ
公
衆
ノ
利
益
ヲ
興
シ
成
績
著
明
ナ
ル
者
又
ハ
公

同
ノ
事
務
ニ
勤
勉
シ
労
効
顕
著
ナ
ル
者
ニ
賜
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　

第･

二
条　

奇
特
ノ
実
行
ア
リ
ト
雖
モ
褒
章
ヲ
賜
フ
ヘ
キ
場
合
ニ

至
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
褒
状
ヲ
与
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
　
　

第･

三
条　

既
ニ
褒
章
ヲ
賜
リ
タ
ル
モ
ノ
再
度
以
上
同
様
ノ
実
行

ア
リ
テ
褒
章
ヲ
賜
フ
ヘ
キ
ト
キ
ハ
其
都
度
飾
版
一
個
ヲ
賜
与

シ
其
章
ノ
綬
ニ
附
加
セ
シ
メ
以
テ
標
識
ト
ス

　
　
　
　

第･

四
条　

褒
章
ハ
本
人
ニ
限
リ
終
身
之
ヲ
佩
用
シ
及
ヒ
徽
号
ト

ナ
ス
ヲ
得
然
レ
ト
モ
重
罪
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
没
収
シ
其
未
タ
授
与
セ
サ
ル
前
同
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ニ
ハ
之
ヲ
授
与
セ
ス

（
11
）　
『
彰
善
會
誌
』
第
一
号
に
寄
せ
ら
れ
た
福
羽
の
祝
辞
は
左
の
通
り
。

　

彰
善
會
誌
発
行
祝
辞　
　

子
爵　

福
羽
美
静

　
　
　

明
治
三
十
一
年
三
月
こ
ゝ
に
彰
善
會
誌
の
第
一
号
を
発
す
會
員
中

其
人
あ
り
て
こ
の
事
に
周
旋
し
今
よ
り
号
を
か
さ
ね
て
こ
の
冊
誌

を
出
し
國
家
大
衆
と
共
に
彰
善
の
一
挙
を
盛
大
に
し
将
来
大
日
本

の
大
善
事
業
に
奨
勵
し
人
々
を
し
て
善
の
善
な
る
行
度
に
在
ら
し

め
其
実
を
得
る
の
慶
事
を
希
望
す
抑
善
に
大
小
あ
り
善
は
小
な
り

と
い
へ
と
も
彰
は
し
て
人
の
鏡
と
な
す
を
宜
し
と
す
又
大
善
は
見

る
人
其
眼
す
く
な
し
こ
れ
に
よ
り
彰
は
し
談
す
る
も
ま
た
難
し
ま
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つ
國
政
の
大
善
を
執
行
し
て　

　
　
　

至
尊
の
大
徳
を
全
か
ら
し
め
人
事
の
行
度
其
宜
し
き
に
至
ら
し
む

る
は
善
の
大
な
る
も
の
な
り
國
家
は
年
月
の
歩
す
る
に
し
た
か
ひ

其
大
進
を
醸
し
忠
を
眞
天
に
顕
は
し
孝
を
國
祖
に
献
し
恩
恵
を
域

の
内
外
に
及
ほ
し
其
の
文
明
も
開
化
も
こ
れ
か
中
に
網
羅
し
教
育

実
行
み
な
そ
の
善
に
か
な
ひ
身
を
立
て
家
を
興
し
事
に
祖
た
る
の

人
多
く
し
て
忠
孝
貞
道
慈
善
と
も
に
挙
り
こ
れ
を
表
彰
す
る
人
も

そ
の
眼
光
大
に
至
り
て
も
ら
す
こ
と
な
く
ん
は
実
に
天
下
の
よ
ろ

こ
ひ
な
る
へ
し
今
こ
ゝ
に
そ
の
端
緒
を
開
く
嗚
呼
人
々
を
し
て
其

善
の
大
善
を
つ
く
し
徳
義
其
宜
し
き
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
今

日
あ
る
は
実
に

　
　
　

聖
明
の
盛
徳
な
り
こ
れ
を
感
し
て
止
ま
す
謹
ん
て
こ
ゝ
に
一
言
す

（
12
）　

明
治
四
年
一
月
二
十
日
宮
内
省
に
歌
道
御
用
掛
が
設
け
ら
れ
、
福

羽
美
静
に
「
歌
道
御
用
掛
被
仰
付
候
事
」
達
が
あ
り
、
同
五
年
四

月
に
八
田
知
紀
、
同
七
年
一
月
に
は
松
平
忠
敏
、
同
七
年
四
月
に

は
渡
忠
秋
、
同
八
年
五
月
に
は
近
藤
芳
樹
、
同
九
年
四
月
に
は
高

崎
正
風
、
同
九
年
八
月
に
は
力
石
重
遠
が
そ
れ
ぞ
れ
歌
道
御
用
掛

を
仰
付
か
っ
た
。
明
治
八
年
八
月
十
四
日
に
は
、
近
藤
芳
樹
に

「
皇
学
御
用
掛
申
付
候
事
」
達
せ
ら
れ
、
同
九
年
十
月
二
十
一
日

に
は
「
当
省
中
皇
学
歌
道
両
御
用
掛
ヲ
自
今
都
テ
文
学
御
用
掛
ト

相
称
候
条
此
段
御
届
申
進
候
也
」
と
の
宮
内
省
届
が
あ
り
、
同
日

歌
道
皇
学
両
御
用
掛
へ
「
右
自
今
文
学
御
用
掛
ト
相
称
候
事
」
と

達
さ
れ
た
。『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
巻
（
明
治
二
十
二
年
）
等

参
照
。

（
1（
）　

大
口
鯛
二
は
、
元
治
元
年
四
月
七
日
味
噌
溜
商
大
口
喜
太
郎
の
子

と
し
て
名
古
屋
に
生
ま
れ
、
郷
里
で
三
輪
経
年
、
伊
東
祐
命
に
学

ん
だ
。
上
京
し
て
植
松
有
経
・
阪
正
臣
等
の
斡
旋
に
よ
り
御
歌
所

に
勤
務
し
、
高
崎
正
風
に
師
事
し
て
参
候
、
寄
人
等
を
歴
任
し
た
。

大
正
九
年
十
月
十
三
日
歿
。

（
14
）　

千
葉
胤
明
は
、
元
治
元
年
六
月
十
一
日
佐
賀
藩
主
鍋
嶋
家
の
重
臣

の
子
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
高
崎
正
風
に
歌
を
学
び
、
御
歌
所

に
勤
務
し
て
、
参
候
、
寄
人
を
歴
任
し
た
。
昭
和
二
十
八
年
六
月

二
十
五
日
歿
。

（
1（
）　

遠
山
英
一
は
、
明
治
二
年
十
一
月
二
十
日
遠
山
万
弥
の
長
男
と
し

て
長
野
県
上
伊
那
に
生
ま
れ
、
新
聞
雑
誌
に
携
わ
る
傍
ら
和
歌
の

研
究
に
従
事
し
た
後
、
御
歌
所
に
務
め
、
小
出
粲
、
高
崎
正
風
に

歌
を
学
び
、
参
候
、
寄
人
を
歴
任
し
た
。
昭
和
三
十
年
歿
。

（
16
）　

加
藤
義
淸
は
、
文
久
二
年
十
一
月
二
十
四
日
幕
臣
菊
間
平
八
郎
の

五
男
と
し
て
生
ま
れ
、
陸
軍
軍
楽
隊
勤
務
を
経
て
、
御
歌
所
録
事
、

参
候
、
寄
人
な
ど
を
歴
任
し
た
。
昭
和
十
六
年
二
月
十
日
歿
。

（
1（
）　

阪
正
臣
は
、
安
政
二
年
三
月
二
十
三
日
阪
丈
右
衛
門
の
子
と
し
て

名
古
屋
に
生
ま
れ
、
富
樫
広
厚
に
歌
を
学
び
、
平
田
鐵
胤
、
権
田

直
助
に
学
ん
だ
。
三
河
砥
鹿
神
社
、
皇
太
神
宮
、
鎌
倉
宮
等
で
奉

仕
し
た
後
、
高
崎
正
風
に
師
事
し
、
明
治
二
十
年
宮
内
省
御
歌
所

に
勤
務
後
、
東
京
女
学
館
国
語
講
師
、
華
族
女
学
校
教
授
を
務
め
、

御
歌
所
寄
人
、
同
主
事
等
を
歴
任
し
た
。
昭
和
六
年
八
月
二
十
六

日
歿
。

（
1（
）　

逸
見
仲
三
郎
は
、
安
政
六
年
十
二
月
十
六
日
に
逸
見
民
衛
の
子
と

し
て
生
ま
れ
、
権
田
直
助
に
学
ん
だ
。
阿
夫
利
神
社
祠
掌
、
國
語

伝
習
所
講
師
、
國
學
院
講
師
、
図
書
寮
御
用
掛
な
ど
を
歴
任
し
、

明
治
會
叢
誌
・
大
八
洲
雑
誌
の
編
輯
、
教
科
書
の
編
纂
、
後
楽
歌

會
・
富
志
美
會
・
瀧
園
社
等
の
歌
会
に
も
関
わ
っ
た
。
昭
和
三
年

九
月
二
日
歿
。

（
1（
）　

関
田
華
亭
は
、
慶
応
二
年
四
月
二
十
一
日
常
陸
国
に
生
ま
れ
、
野



御歌所長高崎正風の教育勅語実践運動（宮本）233

口
幽
谷
に
花
鳥
画
を
学
ん
だ
。
明
治
天
皇
の
御
前
揮
毫
の
光
栄
に

浴
し
た
こ
と
数
度
、
日
本
美
術
協
会
展
な
ど
で
受
賞
を
重
ね
、
日

本
画
会
評
議
員
な
ど
を
務
め
た
。
大
正
八
年
十
二
月
十
八
日
歿
。

（
20
）　

植
松
有
経
は
、
天
保
十
年
六
月
十
五
日
国
学
者
植
松
茂
岳
の
子
と

し
て
名
古
屋
に
生
ま
れ
、
正
院
御
用
掛
、
同
少
主
記
等
を
経
て
、

文
学
御
用
掛
及
び
宸
翰
御
用
掛
、
御
歌
掛
、
御
歌
所
録
事
、
参
候

な
ど
を
歴
任
し
た
。
明
治
三
十
九
年
六
月
十
三
日
歿
。

（
21
）　

西
谷
成
憲
「『
明
治
孝
節
録
』
に
関
す
る
研
究
―
明
治
初
期
孝
子

節
婦
等
褒
章
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
多
摩
美
術
大
学
研
究
紀

要
』
十
一
（
平
成
九
年
）。

（
22
）　

元
田
永
孚
は
、
文
政
元
年
十
月
一
日
元
田
三
右
衛
門
の
子
と
し
て

熊
本
に
生
ま
れ
、
時
習
館
に
学
ん
だ
。
熊
本
藩
に
お
い
て
は
京
都

留
守
居
、
藩
主
侍
講
な
ど
を
務
め
、
明
治
四
年
五
月
に
は
宮
内
省

に
出
仕
し
、
同
八
年
侍
講
に
任
じ
ら
れ
、
宮
中
顧
問
官
、
枢
密
顧

問
官
な
ど
を
歴
任
し
た
。
儒
教
主
義
に
よ
る
国
民
教
化
に
努
め
、

二
十
余
年
間
明
治
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
て
儒
学
を
講
じ
た
。
明
治

二
十
四
年
一
月
二
十
一
日
歿
。

（
2（
）　

近
藤
芳
樹
は
、
亨
和
元
年
五
月
二
十
五
日
周
防
国
に
生
ま
れ
、
村

田
春
門
・
本
居
大
平
・
山
田
以
文
等
に
学
ん
だ
。
幕
末
に
は
明
倫

館
助
教
・
国
学
講
師
を
務
め
、
維
新
後
は
皇
学
御
用
掛
、
文
学
御

用
掛
な
ど
を
歴
任
し
た
。
著
作
に
『
大
祓
執
中
抄
』『
明
治
孝
節

録
』『
十
符
の
菅
薦
』『
寄
居
歌
談
』
等
が
あ
る
。
明
治
十
三
年
二

月
二
十
九
日
歿
。

（
24
）　
『
明
治
孝
節
録
』
の
翻
刻
は
、
文
学
協
会
『
明
治
孝
節
録　

完
』

（
中
興
館
書
店
、
大
正
三
年
）、
関
儀
一
郎
訳
『
詳
訳
明
治
孝
節
録
』

（
東
洋
図
書
刊
行
会
、
大
正
十
一
年
）、『
教
育
勅
語
渙
発
関
係
資

料
集
』
第
一
巻
（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
昭
和
十
三
年
）
等
の

ほ
か
、
拙
稿
「
翻
刻
『
明
治
孝
節
録
』」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会

紀
要
』
復
刊
第
四
十
四
号
・
第
四
十
五
号
、
平
成
十
九
年
・
二
十

年
）
が
あ
る
。

（
2（
）　

前
掲
「『
明
治
孝
録
節
』
に
関
す
る
研
究
―
明
治
初
期
孝
子
節
婦

等
褒
賞
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」、「
善
人
伝
の
ゆ
く
え
―
『
明
治

孝
節
録
』
と
新
聞
」
等
参
照
。

（
26
）　

東
野
治
之
「
律
令
と
孝
子
伝
」
伊
藤
博
・
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集

研
究
』
第
二
十
四
集
（
塙
書
房
、
平
成
十
二
年
）、
菅
原
征
子
「
節

婦
孝
子
の
表
彰
と
庶
民
の
女
性
像
」『
教
育
と
思
想
』（
吉
川
弘
文

館
、
平
成
十
年
）
等
も
参
照
。

（
2（
）　

勝
又
基
「
表
彰
の
孝
子
伝
、
巷
説
の
孝
子
伝
―
『
備
陽
善
人
記
』

『
続
備
陽
善
人
記
』
の
素
材
と
編
集
意
識
―
」『
明
星
大
學
青
梅
校

日
本
文
化
學
部
共
同
研
究
論
集　

第
十
輯　

言
語
と
藝
術
』（
平

成
十
九
年
）
参
照
。

（
2（
）　

菅
野
則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
一
年
）

等
参
照
。

（
2（
）　

前
掲
『
孝
子
説
話
集
の
研
究･

二
十
四
孝
を
中
心
に
』
近
代
篇
・

明
治
期
「
序
」。

（
（0
）　

前
掲
「
善
人
伝
の
ゆ
く
え
―
『
明
治
孝
節
録
』
と
新
聞
」。

（
（1
）　
「
明
治
國
民
龜
鑑
序
」
に
は
、「
孝
弟
節
義
ノ
徳
操
ヲ
守
リ
実
業
ニ

精
勵
シ
或
ハ
公
益
ヲ
開
興
シ
公
務
ニ
勤
勉
シ
或
ハ
己
レ
ノ
危
難
ヲ

顧
ミ
ズ
人
命
ヲ
救
助
シ
以
テ
家
國
ニ
尽
ス
者
ノ
若
キ
ハ
特
ニ
其
心

志
ノ
感
賞
ス
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
懿
徳
卓
行
ノ
以
テ
世
人
ヲ
風
動

シ
國
家
ノ
治
化
ヲ
裨
補
ス
ル
ヤ
亦
尠
小
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
是
編
ヲ
観

ル
者
反
覆
熟
玩
シ
テ
其
行
蹟
ニ
鑑
ミ
バ
其
レ
感
発
ス
ル
所
ア
ル
ニ

庶
幾
カ
ラ
ム
歟
」
と
あ
り
、
社
会
教
化
に
も
益
す
る
こ
と
を
目
途

と
し
た
意
向
を
窺
え
る
。
な
お
、
前
掲
『
孝
子
説
話
集
の
研
究･
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二
十
四
孝
を
中
心
に
』
近
代
篇
（
明
治
期
）、
百
四
十
六
頁
に
も

同
書
の
紹
介
が
あ
る
。

（
（2
）　
『
明
治
忠
孝
節
義
伝　

一
名　

東
洋
立
志
編
』
の
「
凡
例
」
に
は
、

「
本
書
に
類
似
し
た
る
も
の
を
発
行
せ
ん
と
す
る
の
計
畫
を
立
て

た
る
も
の
あ
る
を
聞
く
に
之
等
は
咸
、
藍
、
綠
（
実
業
家
の
み
抜

粋
）
知
名
の
士
の
み
を
撰
擇
し
て
褒
章
条
例マ
マ

の
骨
子
と
も
云
ふ
べ

き
人
名
救
助
者
、
又
は
孝
子
、
節
婦
、
義
僕
等
の
類
を
網
羅
せ
ず
」

と
記
さ
れ
て
あ
り
、
褒
章
条
令
と
の
関
わ
り
で
孝
子
、
節
婦
、
義

僕
の
事
績
を
記
す
も
の
は
然
程
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

（
（（
）　
『
幼
學
綱
要
』
は
、
和
装
本
七
冊
、
宮
内
省
蔵
版
。
明
治
十
四
年

八
月
二
日
出
版
届
。
同
十
五
年
十
二
月
刻
成
。
明
治
十
二
年
侍
講

元
田
永
孚
が
明
治
天
皇
の
聖
旨
を
「
教
学
大
旨
」
と
し
て
纏
め
た

際
に
幼
童
教
訓
書
編
纂
を
命
じ
ら
れ
、
元
田
を
中
心
と
し
て
文
学

御
用
掛
高
崎
正
風
・
仙
石
政
固
・
兒
玉
源
之
丞
・
池
原
香
穉
・
西

尾
為
忠
等
が
参
画
し
て
編
纂
し
た
勅
撰
の
修
身
書
で
あ
り
、
明
治

十
五
年
十
二
月
地
方
長
官
を
通
じ
て
国
民
に
頒
布
さ
れ
た
。
戸
田

浩
暁
『
幼
學
綱
要
奉
体
の
研
究
』（
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
紀
要

第
五
冊
、
躬
行
会
、
昭
和
十
九
年
）、「『
幼
学
綱
要
』
に
関
す
る

研
究
―
明
治
前
期
徳
育
政
策
史
上
に
お
け
る
意
味
の
検
討
」『
日

本
の
教
育
史
学
』
三
十
三
号
（
平
成
二
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

中
西
正
幸
「
解
題
」『
明
治
神
宮
叢
書
第
十
巻　

徳
育
編
』（
国
書

刊
行
会
、
平
成
十
七
年
）
も
参
照
。

（
（4
）　
『
婦
女
鑑
』
は
、
和
装
本
六
冊
、
宮
内
省
蔵
版
。
明
治
二
十
年
七

月
二
十
一
日
版
権
届
。
同
年
同
月
出
版
。
明
治
十
七
年
十
月
宮
内

省
文
学
御
用
掛
を
拝
命
し
た
西
村
茂
樹
が
、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い

た
『
幼
學
綱
要
』
の
姉
妹
編
と
し
て
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
修
身
書

で
あ
り
、
編
纂
協
力
者
は
、
加
部
巌
夫
、
坂
田
伝
蔵
、
山
田
安
栄
、

伊
東
祐
命
、
谷
勤
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
婦
女
鑑
編
纂
氏
名
」

と
し
て
、
奥
付
の
前
に
「
宮
内
省
三
等
出
仕
文
學
御
用
掛　

西
村

茂
樹　

編
纂
」「
宮
内
省
文
學
御
用
掛　

山
田
安
栄　

校
勘
」「
宮

内
省
文
學
御
用
掛　

加
部
巌
夫　

修
文
」
と
あ
る
。
近
世
女
子
教

訓
書
の
系
譜
に
連
な
り
な
が
ら
、「
此
書
和
漢
西
洋
ヲ
問
ハ
ズ
。

古
今
ノ
婦
人
伝
記
中
ヨ
リ
。
言
行
嘉
良
ニ
シ
テ
。
亀
鑑
ト
作
ス
ニ

足
ル
者
ヲ
攟
摭
シ
。
以
テ
婦
女
子
ヲ
シ
テ
矜
式
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
シ

ム
。」
と
「
凡
例
」
に
記
さ
れ
る
通
り
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

婦
女
子
の
美
談
を
集
め
て
編
纂
さ
れ
、
華
族
女
学
校
、
各
女
学
校

に
頒
布
さ
れ
た
。「
婦
女
鑑
と
孝
子
説
話
」
前
掲
『
孝
子
説
話
集

の
研
究･

二
十
四
孝
を
中
心
に
』
近
代
篇
（
明
治
期
）、
浅
川
純
子

「『
婦
女
鑑
』
の
成
立
事
情
と
徳
目
構
成
―
編
纂
稿
本
と
刊
本
の
検

討
を
中
心
に
―
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
紀
要
』

第
四
十
六
巻
（
平
成
五
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（
（（
）　

前
掲
『
孝
子
説
話
集
の
研
究･

二
十
四
孝
を
中
心
に
』
近
代
篇
（
明

治
期
）。

（
（6
）　

明
治
十
九
年
二
月
五
日
、「
文
学
御
用
掛
」
が
廃
せ
ら
れ
て
侍
従

職
に
「
御
歌
掛
」
が
設
け
ら
れ
、
明
治
二
十
一
年
六
月
六
日
、「
御

歌
掛
」
が
廃
さ
れ
て
「
御
歌
所
」
が
置
か
れ
た
。

（
（（
）　

前
掲
『
孝
子
説
話
集
の
研
究･

二
十
四
孝
を
中
心
に
』
近
代
篇
・

明
治
期
、
百
四
十
七
頁
。

（
（（
）　
「
高
崎
會
長
の
談
話
」『
彰
善
會
誌
』
第
二
号
（
明
治
三
十
一
年
四

月
）。

（
（（
）　

佐
佐
木
高
行
が
明
治
二
十
一
年
五
月
西
村
茂
樹
・
平
山
省
斎
な
ど

の
同
志
と
協
議
し
、
敬
神
・
尊
王
・
愛
国
を
三
綱
領
と
し
て
設
立

し
た
明
治
會
は
、
本
部
を
東
京
に
、
各
地
に
支
部
を
置
い
て
毎
月
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一
回
の
例
会
を
開
き
、
三
綱
領
に
基
づ
く
講
演
会
を
開
い
た
ほ
か
、

同
二
十
一
年
十
二
月
『
明
治
會
叢
誌
』
を
発
行
し
た
。
ま
た
、
明

治
二
十
二
年
一
月
十
七
日
よ
り
三
綱
領
を
本
義
と
し
て
有
為
の
人

材
を
育
成
す
る
明
治
會
學
館
を
設
置
し
、
普
通
科
・
国
文
科
・
国

史
科
・
英
語
科
等
を
置
い
て
生
徒
三
百
五
十
名
を
収
容
し
て
教
育

し
、
翌
二
十
三
年
か
ら
は
東
京
文
學
院
と
し
て
独
立
し
て
佐
佐
木

高
行
の
長
男
高
美
を
院
長
、
杉
浦
重
剛
を
教
頭
と
し
て
、
小
中
村

義
象
・
落
合
直
文
・
荻
野
由
之
な
ど
が
教
授
と
な
り
高
等
教
育
を

行
っ
た
。
後
に
『
明
治
會
叢
誌
』
を
廃
刊
し
て
、
明
治
三
十
二
年

八
月
十
五
日
よ
り
『
富
士
新
聞
』
を
創
刊
し
た
が
、
明
治
三
十
四

年
経
営
困
難
に
て
廃
刊
し
た
。
津
田
茂
磨
『
明
治
聖
上
と
臣
高
行
』

（
昭
和
十
年
）
等
参
照
。

（
40
）　

弘
道
會
は
、
西
村
茂
樹
が
明
治
九
年
創
設
し
た
東
京
修
身
學
社
を

同
十
七
年
日
本
講
道
會
と
改
称
し
、
同
二
十
年
九
月
に
日
本
弘
道

會
と
改
称
し
た
社
会
教
化
団
体
。「
本
会
ノ
主
旨
ハ
邦
人
ノ
道
徳

ヲ
高
ク
シ
兼
テ
道
徳
ノ
真
理
ヲ
講
究
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
「
日
本
弘

道
会
約
規
」
第
一
条
に
あ
り
、
同
第
七
条
に
は
「
会
員
ハ
会
日
ニ

於
テ
或
ハ
談
話
或
ハ
演
説
又
ハ
討
論
等
ヲ
為
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
。

明
治
二
十
年
十
二
月
に
機
関
誌
『
弘
道
會
雑
誌
』
を
創
刊
し
、
講

演
会
を
盛
ん
に
行
い
、
国
民
道
徳
の
普
及
に
努
め
た
。
社
団
法
人

日
本
弘
道
会
編
『
増
補
改
訂　

西
村
茂
樹
全
集
』
第
一
巻
（
思
文

閣
出
版
、
平
成
十
六
年
）
等
参
照
。
な
お
、
西
村
茂
樹
の
説
い
た

心
学
は
、
石
門
心
学
と
は
異
な
り
、
西
洋
哲
学
を
参
照
し
た
「
心

ヲ
知
ル
ノ
学
」
で
あ
っ
た
。

（
41
）　

十
善
會
は
、
明
治
十
六
年
十
二
月
十
六
日
小
松
宮
彰
仁
親
王
の
発

起
に
よ
り
真
言
宗
権
少
教
正
釈
雲
照
を
導
師
と
し
て
東
京
湯
島
霊

雲
寺
に
て
発
会
式
を
行
い
、
国
民
道
徳
と
し
て
の
十
善
道
徳
の
定

着
化
に
努
め
た
団
体
。
太
政
官
権
少
書
記
官
青
木
貞
三
の
懇
請
に

よ
り
釈
雲
照
が
招
か
れ
、
明
治
十
九
年
目
白
・
新
長
谷
寺
を
根
拠

地
と
し
て
本
格
的
な
活
動
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
明
治
二
十
二
年

二
月
六
日
青
木
の
逝
去
後
は
沢
柳
政
太
郎
が
そ
の
遺
志
を
継
ぎ
、

明
治
二
十
三
年
四
月
よ
り
機
関
誌
『
十
善
寳
窟
』
を
発
行
し
、
規

則
綱
領
を
作
成
し
て
支
会
を
設
立
す
る
こ
と
で
全
国
的
な
組
織
的

活
動
を
行
っ
た
。
な
お
、
三
宅
守
常
に
よ
れ
ば
、『
十
善
寳
窟
』

は
大
正
十
年
八
月
十
五
日
発
行
の
第
三
七
七
号
が
最
後
で
あ
り
、

釈
雲
照
が
明
治
四
十
二
年
四
月
十
三
日
に
逝
去
し
て
以
降
も
お
よ

そ
十
年
間
活
動
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
十
善
戒
と
は
不
殺

生
戒
、
不
偸
盗
戒
、
不
邪
婬
戒
、
不
妄
語
戒
、
不
綺
語
戒
、
不
悪

口
戒
、
不
両
舌
戒
、
不
慳
貪
戒
、
不
瞋
恚
戒
、
不
邪
見
戒
で
あ
り
、

雲
照
の
十
善
の
普
及
は
、
雲
伝
神
道
の
開
祖
と
し
て
も
著
名
な
慈

雲
尊
者
飲
光
の
『
十
善
法
語
』（
安
永
四
年
）
の
思
想
的
系
列
に

繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
宅
守
常
「
明
治
仏
教
に
お
け
る
十
善

道
徳
運
動
に
つ
い
て
」『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
教
育
制
度

研
究
所
紀
要
』
第
九
集
（
昭
和
五
十
三
年
）
参
照
。

（
42
）　

高
崎
正
風
「
彰
善
會
主
意
附
十
九
節
」『
史
談
速
記
録
』
第
七
十

一
輯
（
明
治
三
十
一
年
十
月
）。

（
4（
）　

前
掲
柴
田
実
『
心
学
』
等
参
照
。

（
44
）　
『
一
德
』
に
は
、
第
六
号
（
明
治
四
十
二
年
七
月
）
か
ら
教
育
勅

語
と
と
も
に
戊
申
詔
書
が
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
。

（
4（
）　
「
諷
詠
」
欄
に
は
、「
御
製
」「
皇
后
宮
御
歌
」
が
毎
号
、
高
崎
正

風
の
解
を
付
し
て
載
録
さ
れ
た
。
前
掲
「
明
治
後
期
の
天
皇
・
皇

后
像
に
関
す
る
一
考
察
」
も
参
照
。

（
46
）　
『
一
德
』
の
記
載
要
綱
は
次
の
通
り
で
あ
る
。『
一
德
』
第
三
号
参

照
。
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「
一
德
」
の
本
領
と
其
記
載
要
項

　
　
　
「
一
德
」
は
教
育
に
関
す
る
勅
語
の
趣
旨
を
宣
揚
鼓
吹
し
て　

聖

意
の
普
及
貫
徹
を
謀
り
兼
て
會
員
の
為
め
に
斯
道
研
究
の
資
料
を

供
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
も
の
に
し
て
其
記
載
要
項
概
ね
左
の
如
し

　
　
　
　

一
、･
本
會
の
趣
旨
に
関
す
る
會
員
其
他
諸
大
家
の
論
説
。
意
見

等
。

　
　
　
　

二
、･

本
會
講
談
會
に
お
け
る
演
説
講
話
の
筆
記
及
心
學
道
話
の

類
。

　
　
　
　

三
、･

古
今
善
行
者
の
性
行
逸
事
等
殊
に
隠
れ
て
多
く
世
に
顕
れ

さ
る
も
の
。

　
　
　
　

四
、･

和
歌
俳
句
漢
詩
等
作
家
の
古
今
を
問
は
す
専
ら
風
教
に
益

あ
る
も
の
。

　
　
　
　

五
、･

平
易
適
切
に
し
て
且
つ
趣
味
に
富
み
家
庭
教
育
の
参
考
と

な
る
へ
き
事
項
。

　
　
　
　

六
、･

現
今
社
會
に
発
生
し
た
る
美
事
善
行
に
し
て
実
践
道
徳
の

模
範
た
る
へ
き
も
の
。

　
　
　
　

七
、
地
方
會
員
の
通
信
報
告
等
。

（
4（
）　

高
崎
正
風
「
一
德
會
設
立
の
主
意
附
四
十
三
節
」『
史
談
速
記
録
』

第
百
八
十
六
輯
（
明
治
四
十
一
年
八
月
）。

（
4（
）　

高
崎
正
風
「
一
德
會
の
趣
意
」『
一
徳
』
第
四
号
（
明
治
四
十
二

年
一
月
）。「
本
篇
は
明
治
四
十
一
年
十
月
三
十
日
本
部
に
於
て
開

き
た
る
勅
語
奉
読
會
席
上
に
於
け
る
講
演
の
筆
記
」
と
あ
る
。

（
4（
）　

前
掲
「
一
德
會
の
趣
意
」。

（
（0
）　

同
右
。

（
（1
）　

同
右
。

（
（2
）　

同
右
。

（
（（
）　

前
掲
「
一
德
會
設
立
の
主
意
附
四
十
三
節
」。

（
（4
）　

猪
熊
夏
樹
は
、
天
保
六
年
六
月
一
日
猪
熊
慶
歓
の
子
と
し
て
讃
岐

白
鳥
神
社
神
主
の
家
に
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り
家
学
を
受
け
、
友
安

三
冬
・
友
部
方
秀
・
中
村
尚
輔
に
国
典
を
学
ん
だ
。
白
峰
宮
禰
宜
、

皇
太
神
宮
宮
掌
、
護
王
神
社
禰
宜
、
京
都
府
師
範
学
校
教
諭
、
第

一
高
等
女
学
校
教
諭
、
賀
陽
宮
・
久
邇
宮
の
侍
読
、
御
歌
所
参
候

な
ど
を
務
め
た
。
大
正
元
年
八
月
七
日
歿
。

（
（（
）　

須
川
信
行
は
、
天
保
十
年
十
月
二
十
五
日
清
水
貞
吾
の
子
と
し
て

近
江
国
に
生
ま
れ
、
須
川
検
校
の
養
子
と
な
り
、
渡
忠
秋
・
小
出

粲
に
歌
を
学
ん
だ
。
医
業
を
娘
婿
に
譲
っ
て
後
は
歌
道
に
専
心
し

て
子
弟
薫
陶
に
力
を
尽
く
し
、
向
陽
会
教
師
、
御
歌
所
参
候
、
寄

人
を
歴
任
し
た
。
大
正
六
年
十
一
月
十
三
日
歿
。

（
（6
）　

北
里
闌
は
、『
高
崎
正
風
先
生
伝
記
』（
昭
和
三
十
四
年
）
の
著
者
。

明
治
三
年
熊
本
県
阿
蘇
郡
北
里
村
に
生
ま
れ
、
同
二
十
六
年
國
學

院
に
入
学
し
た
。
同
二
十
六
年
二
月
よ
り
御
歌
所
歌
人
鎌
田
正
夫

に
歌
道
を
師
事
し
、
同
二
十
八
年
に
は
鎌
田
正
夫
の
推
薦
で
高
崎

正
風
に
師
事
し
た
。

（
（（
）　

大
島
為
足
は
、
嘉
永
四
年
九
月
七
日
尾
張
国
名
古
屋
に
生
ま
れ
、

植
松
茂
岳
に
国
典
を
学
び
、
京
都
皇
学
所
に
て
研
鑽
し
、
間
島
冬

道
に
も
教
え
を
受
け
た
。『
御
歌
所
の
研
究
』（
還
暦
記
念
出
版
会
、

一
九
三
九
）
を
著
し
た
恒
川
平
一
の
師
で
も
あ
る
。
大
正
四
年
八

月
十
四
日
歿
。

（
（（
）　

前
掲
「
彰
善
會
規
則
」
第
二
条
。

（
（（
）　

同
右
。

（
60
）　

前
掲
『
た
つ
か
ね
集
』「
彰
善
會
の
設
立
を
よ
ろ
こ
び
て
」。

（
國
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
ポ
ス
ド
ク
研
究
員
）




